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Ⅰ はじめに 

ＳＡＩＣＭ（Strategic Approach to International Chemicals Management：「国際的な化学物質管

理のための戦略的アプローチ」）関係省庁連絡会議においては、ＳＡＩＣＭ国内実施計画（以下「国内

実施計画」という。）の着実な実施を確保するため、平成 27 年に開催される第４回国際化学物質管理会

議（the fourth session of the International Conference on Chemicals Management：以下「ＩＣＣＭ

４」という。）に先立って、国内実施計画の実施状況を点検し、結果を公表することとしている。また、

国内実施計画の点検に際しては、関係する各主体の意見を聴くとともにパブリックコメントを実施する

こととしている。 
 
本報告書は、上記の規定を踏まえ関係省庁連絡会議において国内実施計画の点検結果を取りまとめた

ものであり、平成 24 年９月の国内実施計画の策定から平成 26 年度までに取り組まれた施策について、

関係府省の自主的な点検結果を踏まえて作成されたものである。（一部の施策については、その後の動

向についても記述している。） 
 
国内実施計画の策定以降のＳＡＩＣＭに関する取組状況については、概ね進捗をしていることを確認

した。一方で、国内実施計画に定められた目標の達成に向けては依然幾つかの課題が残存している状況

であることも踏まえ、これらの課題を解決するための今後の関係者の取組の改善の在り方について指摘

を行っている。 
 
また、国内実施計画の改定については、国内実施計画において、国際化学物質管理会議におけるＳＡ

ＩＣＭの見直しや新規の課題に係る議論、国内の関連する計画の改定、その他環境の状況や社会経済の

変化等に対応し、必要に応じて、関係省庁連絡会議において実施することとされており、本点検におけ

る指摘等を踏まえつつＩＣＣＭ４以降に検討を行うこととする。 
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Ⅱ ＳＡＩＣＭ国内実施計画の点検の進め方について 

 国内実施計画の「２．具体的な取組事項」においては、ＳＡＩＣＭ世界行動計画及びＩＣＣＭにおけ

る「新規の課題」に係る議論等を踏まえ、下記の６つの分野について国が重点的に取り組むべき事項（以

下「重点検討項目」という。）について記述している。 
 

① 科学的なリスク評価の推進 
② ライフサイクル全体のリスクの削減 
③ 未解明の問題への対応 
④ 安全・安心の一層の増進 
⑤ 国際協力・国際協調の推進 
⑥ 今後検討すべき課題 

 
本点検においても、上記重点検討項目を踏まえて点検作業を行った。ただし、「⑥今後検討すべき課

題」に掲げられた取組事項については、①～⑤の重点検討項目の中のそれぞれ適切な箇所において整理

した。 
 
また、本点検に先立って第４次環境基本計画の進捗状況・今後の課題に関する第２回点検が中央環境

審議会総合政策部会において実施されている（平成 26 年 10 月 20 日パブリックコメントを実施）。第４

次環境基本計画は、国内実施計画の策定手続きにおいて国内における関連計画として位置づけられてお

り、本点検においても第４次環境基本計画の点検結果を最大限活用しつつ作業を行った。 
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Ⅲ 各重点検討項目における取組の進捗状況 
 

本章では、各重点検討項目における取組状況を示す。 
 

重点検討項目①：科学的なリスク評価の推進 

（１）取り組むべき課題の基本的方向 

平成 14 年（2002 年）に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議（World Summit on 
Sustainable Development：ＷＳＳＤ）において合意された「予防的取組方法に留意しつつ、透明性

のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質

が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを 2020 年ま

でに達成する」との国際目標（以下「ＷＳＳＤ2020 年目標」という。）の達成に向けては、今後、我

が国の高い技術力を強みとして、官民が連携しつつ、有害性情報・暴露情報の一層の収集・活用、各

種のモデル・手法の高度化を進め、リスク評価をより一層加速化することが必要である。また、化学

物質及び化学物質を使用した製品のライフサイクルに渡るリスクの最小化に向け、評価手法をさらに

高度化していくことが必要である。 
 

（２）現状と取組状況 

上記課題に対応し科学的なリスク評価を効率的に推進するために、現行の枠組みに基づきリスク評

価を着実に推進するとともに、リスク評価に係る新たな手法の検討等を行っている。このような観点

から、以下のａ）、ｂ）の項目について、関係行政機関の取組状況を確認した。 
ａ）リスク評価の推進、目標値等の設定 
ｂ）リスク評価の効率化などに向けた新たな手法の開発・活用 

 

ａ）リスク評価の推進、目標値等の設定 

 
現状 
 

国は化学物質のリスク評価を推進する取組として、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律（昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。）及び農薬取締法（昭和23年法

律第82号）に基づく評価を実施するとともに、これらでカバーできない化学物質について文献情

報やモニタリング調査結果等を用いた初期的なリスク評価を実施している。また、必要に応じ環境

目標値の設定と、そのための定量評価手法の高度化等を実施し、これらの物質へのばく露状況を監

視している。 
新たに製造・輸入される一般用途（工業用）の化学物質については、化学物質審査規制法に基づ

き、製造・輸入前に事業者により届出られた物質の有害性等を国が審査している。一方、同法制定

時（昭和48年）に製造・輸入されていた既存化学物質については、国が安全性点検を行い、必要

に応じて規制措置を講じるとともに、産業界と国が連携して、ＯＥＣＤの高生産量化学物質プログ
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ラムへの参加や官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム（通称：Ｊａｐａｎチャレ

ンジプログラム）を実施することにより、リスク評価の加速化を図ってきた。平成21年には化学

物質審査規制法を一部改正し、平成23年度から既存化学物質も製造輸入数量実績等の届出の対象

とし、スクリーニング評価により優先評価化学物質を絞り込んだ上で、必要に応じて有害性試験結

果の提出を事業者に求め、詳細なリスク評価を実施することとしている。スクリーニング評価では、

評価の前年度に事業者等から届出のあった製造・輸入数量、用途別出荷量（前々年度実績）等に基

づき推計した全国合計排出量に分解性を加味したばく露情報と、国において収集した有害性情報に

基づき、それぞれクラス分けした上で、有害性も強くばく露の指標も大きい優先度の高い物質を優

先評価化学物質相当と判定している。平成22年度以降のスクリーニング評価の進捗を図－１及び

図－２に示す。平成27年４月１日時点では、177物質が優先評価化学物質に指定されている。 
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図－１ 化学物質審査規制法におけるスクリーニング評価における有害性クラスの審議物質数実績

（平成26年11月まで）（上：人健康影響、下：生態影響） 
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出典 1）「平成 25 年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果」（平成 25 年度第 4 回薬事・食品衛生審議会薬

事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 平成 25 年度第 2 回化学物質審議会安全対策部会 
第 135 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、2013）より環境省作成 

出典 2）「平成 26 年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果」（平成 26 年度第 7 回薬事・食品衛生審議会薬

事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 平成 26 年度第 2 回化学物質審議会安全対策部会 
第 149 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、2014）より環境省作成 
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図－２ 平成26年度のスクリーニング評価結果における暴露評価結果 
（平成24年度の製造輸入数量が10トン超の一般化学物質） 

（上：人健康影響、下：生態影響） 
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ばく露クラス 全国合計推計排出量（トン） ばく露クラス 全国合計推計排出量（トン） 

クラス１ 10,000 超 クラス４ 10 – 100 

クラス２ 1,000 – 10,000 クラス５ １ - 10 

クラス３ 100 – 1000 クラス外 1 以下 

注１ 数字は各クラスを付与された物質数、％は各クラスの全体に占める割合を示す。 
注２ 人健康影響では大気及び水域への推計排出量の合計、生態影響では水域への推計排出量の合計に基づき、それぞれ

のばく露クラスを付与しているため、物質数の内訳が異なる結果となっている。 
注３ ばく露クラス４以上の物質について有害性クラスを当てはめ、優先度マトリックス（各物質を有害性クラスとばく

露クラスの２軸の観点により「高」、「中」及び「低」に優先度をつけるもの）において有害性も強くばく露の指標も

大きい優先度「高」、及び専門家の詳細評価を踏まえ３省合同審議会において必要性が認められたものを優先評価化

学物質相当と判定。 
 

出典）「平成 26 年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果」（平成 26 年度第 7 回薬事・食品衛生審議会薬事

分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 平成 26 年度第 2 回化学物質審議会安全対策部会 
第149回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、2014）より環境省作成 
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農薬については、農薬取締法に基づき、事業者による登録申請を受けて国が事前に審査し、環境

リスク評価1を行っており、水産動植物への被害防止や水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定方法

の改善等を図りつつ、これら基準の設定を順次進めてきた。水産動植物の被害防止及び水質汚濁に

係る農薬登録保留基準設定に係る検討状況を図－３に示す。平成27年３月時点で、水産動植物の被

害防止に係る登録保留基準については、277農薬に基準値を設定し、農薬の剤型や使用方法から見

て農薬が水系に流出するおそれがないなどの理由で109農薬を基準値設定不要とした。水質汚濁に

係る登録保留基準については、205農薬に基準値を設定し、同様の理由で109農薬を基準値設定不要

とした。 
 

                         
1 評価対象とする化学物質について、[1]人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）−反応（影響）関係

を整理する「有害性評価」と[2]人及び生態系に対する化学物質の環境経由の暴露量を見積もる「暴露評価」を行い、[3]
両者の結果を比較することによってリスクの程度を判定するもの。 
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図－３ 水産動植物の被害防止（上図）及び水質汚濁（下図）に係る累計農薬登録保留基準値設定農薬

数及び累計基準値設定不要農薬数 

 

 

 

出典）環境省 
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また、多数の化学物質の中から相対的に環境リスク2が高い可能性がある物質を、科学的な知見

に基づいてスクリーニング（抽出）するための初めのステップとして、環境リスク初期評価を実施

している。第13次評価（平成26年12月公表）までの実績を図－４に示す。平成26年12月までに、

325物質について評価を実施した。 
 

図－４ 環境リスク初期評価を実施した物質数の推移 

 
出典）環境省ウェブサイト「化学物質の環境リスク初期評価関連」（http://www.env.go.jp/chemi/risk/） 

 

 
リスク評価の前提となるばく露に係る情報については、化学物質環境実態調査、有害大気汚染物

質モニタリング調査、公共用水域及び地下水の水質測定、農薬残留対策総合調査等、各種の調査・

モニタリング等を実施するとともに、濃度予測モデル等の高度化を進めつつ、特定化学物質の環境

への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号。以下「化学物質

排出把握管理促進法」という。）に基づく化学物質排出移動量届出制度（Pollutant Release and 
Transfer Register：以下「ＰＲＴＲ制度」という。）により得られる排出量等のデータのばく露評

価への活用を進めてきた。 
大気汚染に係る環境基準としては、人の健康の保護に関する観点から、10物質（ダイオキシン

類を除く。）が定められている。また、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図る

ための指針となる数値（指針値）が９物質について定められている。 
環境基本法（平成５年法律第91号）に基づく、水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保

護に関する環境基準については、重金属類や有機塩素系化合物、農薬など、公共用水域において27
項目、地下水において28項目が設定されている。また、公共用水域等における検出状況等からみ

                         
2 潜在的に人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大気、水質、土壌等の環境媒体を経由し

て環境の保全上の支障を生じさせるおそれ。 

http://www.env.go.jp/chemi/risk/
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て、直ちに環境基準とはしないが、引き続き知見の集積に努めるべきものとして、要監視項目（公

共用水域：26項目、地下水：24項目）を定めている。また、生活環境の保全に関する環境基準に

ついては、公共用水域において、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）3、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

4、溶存酸素量（ＤＯ）5、全窒素、全燐、全亜鉛等の環境基準が定められており、そのうち、水生

生物の保全に関する項目としては、環境基準が３項目、要監視項目が６項目定められている。 

 
取組状況 
 

＜リスク評価の推進＞ 
【化学物質審査規制法に基づく優先評価化学物質の指定・リスク評価】（厚生労働省、経済産業

省、環境省） 
一般用途（工業用）の化学物質については、化学物質審査規制法に基づき、既存化学物質を含

むすべての一般化学物質を対象に、スクリーニング評価をして人の健康又は生活環境動植物の生

息等に係る被害を生ずるおそれがあるものかどうかについて、優先的に評価を行う優先評価化学

物質を指定する。また、ＷＳＳＤ 2020年目標の達成に向けて、国際的な動向を踏まえ、平成32
年（2020年）までに優先評価化学物質のうち人又は生活環境動植物への著しいリスクがあると

認められるものを特定するためのリスク評価を行い、著しいリスクがあると判明した物質につい

ては、必要な規制措置を講じる。 
○ 一般化学物質等のスクリーニング評価 

一般化学物質等のスクリーニング評価を平成22年度から開始し、旧法の第二種及び第三

種監視化学物質を含む全ての化学物質について、スクリーニング評価を行い、リスクが大

きくないと言えない化学物質を優先評価化学物質に指定している。 
平成26年度は、平成24年度の製造輸入数量１トン以上の一般化学物質11,897物質のうち、

製造輸入数量10トン超の一般化学物質7,699物質についてスクリーニング評価を実施した。

ばく露クラスの推計等を行い、14物質については、新たに優先評価化学物質相当であると

判定された。 
平成26年度のスクリーニング評価結果、リスク評価（一次）評価Ⅱの結果も踏まえ、現

在、177物質を優先評価化学物質に指定している。（平成27年４月１日現在）。 
 
○ 優先評価化学物質のリスク評価 

平成26年度に、平成25年7月18日に公表したリスク評価（一次）評価Ⅰの結果、「評価Ⅰ

継続」となった優先評価化学物質や平成24年度に優先評価化学物質に指定された物質のう

ち、製造輸入数量10ｔ超の116物質を対象に、平成24年度実績の詳細用途別出荷量等を用

                         
3
  ＢＯＤ: Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）。水中の有機汚濁物質を分解するために微生物が必要

とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。 
4
 ＣＯＤ: Chemical Oxygen Demand（化学的酸素要求量）。水中の有機汚濁物質を酸化剤で分解する際に消費される酸

化剤の量を酸素量に換算したもの。値が大きいほど水質汚濁は著しい。 
5
 ＤＯ: Dissolved Oxygen（溶存酸素量）。水に溶解している酸素の量。水生生物の生息に必要であり、数値が大きい

ほど良好な環境。 
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いて、リスク評価（一次）評価Ⅰを実施した。平成25年度の結果と併せて、これまでに41
物質についてリスク評価（一次）評価Ⅱに着手している。 
今後は、ＷＳＳＤ2020年目標の達成に向け、科学的なリスク評価を効率的に推進し、著

しいリスクがあると判明した物質について規制措置を講ずるとともに、リスク評価を効率

的に推進するための新たな手法の開発・実用化に努める。 
 

【農薬に係るリスク評価の推進】（環境省） 
農薬については、農薬取締法の規定に基づき登録を受けなければ製造、輸入、販売、使用が

出来ない仕組みとなっている。登録に当たっては、農薬取締法第３条第１項第１号から10号に

該当するか検査し、問題がないと判断した農薬のみを登録することになっている。 
○ 登録保留基準の設定 

環境大臣は、人の健康や水産動植物に悪影響が生じないようにとの観点から農薬取締法

第３条第２項の規定に基づき、同条第１項第４号（作物残留）、第５号（土壌残留）、第６

号（水産動植物被害防止）、第７号（水質汚濁）の基準（登録保留基準）を定めて告示をし

ている。 
・ 作物残留に係る登録保留基準では、使用した農薬の残留した農作物等が、食品衛生

法（昭和22年法律第233号）に基づく残留農薬基準に適合しなくなるような使用方法

での農薬登録を保留している。また、土壌残留に係る登録保留基準では、農薬の土壌

中半減期に応じた規制を行っている。 
・ 水産動植物被害防止及び水質汚濁に係る登録保留基準については、各種毒性試験の

結果を基に、個別農薬毎の基準値を中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会におい

て審議し着実に設定している。また、農薬の剤型や、使用方法から見て農薬が水系に

流出するおそれがないと認められるものなどは、基準値設定の必要がないものとして

整理している。 
実績については表－１のとおり。 
 

表－１ 農薬登録保留基準の設定状況 

 

登録 

農薬数 

① 

基準値設定 設定不要 
残り 

①-②-③ ② 
うちH24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 
③ 

うちH24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

水産基準 
565 

277 20 36 53 109 29 13 24 179 

水濁基準 205 59 26 23 109 29 12 24 251 

※①（登録農薬数）は平成27年3月末時点の数 

 
今後は下記の取組を進める。 
・ 水産動植物被害防止に係る登録保留基準又は水質汚濁に係る登録保留基準が設定さ

れていない農薬について、引き続き検討を進める。 
・ 土壌残留に係る登録保留基準については、土壌中半減期を判定するため告示で定め

ているほ場試験法をより普遍性の向上を図る観点から見直すため中央環境審議会土壌

農薬部会農薬小委員会にて審議した。今後、農業資材審議会の意見聴取の手続きを進
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める。その他現行の登録保留基準の評価手法について、最新の科学的知見の集積に努

めていく。 
 

○ モニタリングの実施 
設定された基準値が実環境中で担保されているか農薬モニタリングを実施している。 
・ 平成 24 年度は全国７か所（のべ 29 農薬）、平成 25 年度は全国７か所（のべ 18 農

薬）、平成 26 年度は全国 12 か所(のべ 31 農薬)でモニタリングを実施した。平成 24
年度は基準値の超過は見られなかったが、平成 25 年度は１か所で、平成 26 年度は５

か所で基準値の超過が見られたため、超過理由を検証している。登録保留基準値設定

時に環境中予測濃度と基準値が近接している農薬が増えており、中央環境審議会土壌

農薬部会農薬小委員会でモニタリングを戦略的に推進すべきとされていることから、

今後は出荷量等も鑑みて優先順位を検討するとともに、農薬の一斉分析法を開発し、

効率的なモニタリングができるよう推進する。 
・ 水産動植物被害防止に係る登録保留基準において、農薬上市前に、一定の標準シナ

リオで算定した環境中予測濃度が、３種の毒性試験から設定した基準値を上回らない

ことを確認して登録しているが、生物種の感受性の違いや普及状況を踏まえ、登録後

の水生生物への影響調査等も推進する。 
 

【化学物質の環境リスク初期評価の実施】（環境省） 
化学物質による環境汚染を通じて人の健康や生態系へ好ましくない影響を与えることを未然

に防止するため、環境リスク初期評価を実施している。 
具体的には、潜在的に人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大

気、水質、土壌等の環境媒体を経由して環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（環境リスク）

について、環境媒体を経由したばく露量と毒性を科学的な観点から定量的に検討した上で、両

者の比較によるリスク初期評価（スクリーニング評価）を実施している。これにより、環境リ

スクが相対的に高い可能性がある物質を抽出し、評価結果を必要とする関係部局等に提供して

いくこと等により、環境リスクの低減に資する取組を進めていく。 
環境リスク初期評価の結果については、これまでに13次にわたり結果をとりまとめ、「化学物

質の環境リスク評価」（第１巻～第13巻。総実施物質数325物質。）として公表している。平成24
年度は23物質、平成25年度は14物質、平成26年度は18物質について評価結果を公表した。 

今後も引き続き、評価の結果「詳細な検討を行う候補」とされた化学物質について関係部局

等へ情報提供し、必要な取組の誘導を図るなど、評価結果に応じた対応を行うとともに、必要

に応じて過去に初期評価を実施した化学物質の関連情報収集や再評価等も実施し、逐次、再評

価結果を公表する。 
また、ＯＥＣＤ等における試験法や評価手法等に関する検討状況を適切に把握し、新たな知見

を取り入れつつ、総合的な化学物質管理が必要な物質等に重点を置いた環境リスク初期評価を

進めていく。 
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【職場における化学物質のリスク評価】（厚生労働省） 
労働環境については、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づき有害物ばく露作業報

告制度（平成18年度より開始）等により労働者の健康障害に係るリスク評価を行っている。リ

スク評価対象物質の選定については、他の制度等と連携したリスク評価の推進のための対象物

質選定方法についての検討を行う。リスク評価を適切に行うため、学識経験者から成る検討会

を開催し、有害性及び労働者のばく露レベルから評価を行い、その結果、健康障害発生のリス

クが特に高い作業等については、リスクの程度等に応じて、労働安全衛生法に基づく特別規則

による規制を行う。 
・  難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質等につい

て、人健康リスク評価に必要な毒性等調査を実施した。 
・  委託事業により実施している有害性試験について、各年度に試験が終了する２物質

についての試験結果を公表している。 
・  平成24年度は17物質、平成25年度は28物質、平成26年度は26物質について、化学

物質の有害性を評価した有害性評価書を作成している。 
・  リスク評価を行った化学物質のうち、専門家による検討や有識者による審議等を通

じて新たに規制が必要とされたものについて政省令の改正等を行っている。直近では、

以下の特定化学物質障害予防規則等の改正を実施した。 
－平成24年度 インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物 
－平成25年度 1,2-ジクロロプロパン 
－平成26年度 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（ＤＤＶＰ）及びクロロホ

ルム他９物質 
引き続き、化学物質の適正な管理と労働者の健康障害の防止を図るため、効果的な施策の実

施に努めていく。 
 

＜有害性評価の推進＞ 
【化学物質審査規制法における各種毒性試験等の実施】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 

化学物質審査規制法では、製造・輸入・使用等の規制を行う対象物質を指定するために、事

業者に各種毒性試験等の実施を指示することができる、国も必要に応じて各種毒性試験等を実

施している。これに基づき、以下の試験等を実施した。 
○ 難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質等について、

人健康リスク評価に必要な毒性等調査を実施した。 
○ 生態毒性についての定量的構造活性相関（Quantitative Structure-Activity Relationship。

以下「ＱＳＡＲ」という。）モデルの１つである「生態毒性予測システム（通称：ＫＡＴＥ

（ケイト）。以下「ＫＡＴＥ」という。）」の予測精度の向上や適用可能な範囲の拡大のため、

平成25年度には、実測値が不足しているためＫＡＴＥにおいて予測式が構築されていない

物質について、生態影響試験を実施した。 
○ 平成25年度及び平成26年度に、監視化学物質についての生態毒性に係る試験法の精度の

検証・向上のための技術的検討を行うための予備的な鳥類繁殖毒性試験を実施した。 
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【官民連携の取組（Ｊａｐａｎチャレンジプログラム）】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 
産業界と国の連携により、既存化学物質の安全性情報の収集を加速し、広く国民に情報発信

を行うため、平成17年から平成25年まで、官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログ

ラム（通称：Ｊａｐａｎチャレンジプログラム）を実施し、平成25年９月に本プログラムの最

終とりまとめを公表した。 
 本プログラムを通じた事業者の自発的な取組により、67物質について試験を含む安全性情報

が収集され、国が海外情報を収集した物質と合わせ446物質の情報が収集された。 
また、これらの情報収集に加え、４物質についてはＯＥＣＤ/ＨＰＶプログラムへ情報提供等

がなされており、国際的な貢献も行われた。 
 

＜ばく露評価の推進＞ 
【化学物質環境実態調査】（環境省） 

    化学物質環境実態調査は、一般環境中における化学物質の残留状況を把握することを目的とし、

日本各地の多媒体（水質、底質、生物、大気）を対象に、目的ごとに三つの調査体系で実施して

いる。 
① 環境残留の有無が明らかでない化学物質の環境残留を確認するための調査（初期環境調

査） 
② ①で環境残留が確認された化学物質について、環境中の残留状況を精密に把握するため

の調査（詳細環境調査） 
③ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）の対象物質及びその

候補物質並びに化学物質審査規制法における特定化学物質等の残留状況を経年的に把握す

るための調査（モニタリング調査） 
 

○ 平成25年度 
・ 初期環境調査 

14物質（群）を調査対象物質とし、水質45地点、大気34地点で調査を実施した。 
・ 詳細環境調査 

７物質を調査対象物質とし、水質54地点、底質25地点、生物13地点、大気19地点で調査

を実施した。 
・ モニタリング調査 

10物質（群）を調査対象物質とし、水質48地点、底質63地点、生物26地点、大気37地点

で調査を実施した。 
    当該施策は昭和49年度より実施しており、調査の結果については化学物質審査規制法や化学物

質排出把握管理促進法の規制対象物質等を指定する際のばく露評価基礎資料等として活用され

ているところである。今後も、環境省内の化学物質規制を担当している部署からの調査要望物質

について調査を行うと共に、ＰＯＰｓ条約の対象物質等のモニタリングを実施し、状況の把握に

努めていく。 
 

【化学物質の人へのばく露量モニタリング調査】（環境省） 
環境から人体に取り込まれて健康に影響を及ぼす可能性がある化学物質については、モニタ
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リング調査により人体へのばく露量及び有害性を継続的に把握し、環境リスク評価、リスク管

理のための基礎情報を得る必要がある。このため、化学物質が及ぼす人体への影響について対

策を行うために、人体試料（血液及び尿）及び食事におけるダイオキシン類を含む化学物質の

モニタリング調査を実施している。 
平成14年度から22年度まで、「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」

を実施しており、平成23年度から、新たに「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」を

開始した。平成23年度から26年度までに各年３地域、合計12地域334人の住民の方々に人への

蓄積性の高い物質を中心に血液、尿、食事を採取し、ダイオキシン類、フッ素化合物、農薬系

代謝物、重金属などの化学物質の蓄積量等を調査した。なお、分析対象としている化学物質は、

国内外の情勢等を踏まえ、必要とされているものを対象としており、有識者の意見を聴き、毎

年度見直しを行っている。また、本調査の結果は、毎年度とりまとめ、報告書及びパンフレッ

ト（日本語版、英語版）を公表している。 
本調査を実施することにより、我が国における化学物質の人へのばく露状況が把握され、懸

念される物質の選定、リスク評価及びリスク管理対策の立案、健康被害の未然防止、対策効果

の把握を行うことができる。今後も引き続き、人への蓄積性の高い物質を中心に、血液・尿・

食事中のモニタリングを継続的に行うことで、人への化学物質の蓄積状況と経年変化を総合的

に解析するとともに、化学物質が及ぼす人体への影響について、把握を行う。 
 

【化学物質排出把握管理促進法における排出量及び移動量の把握・公表】（経済産業省、環境省） 
化学物質排出把握管理促進法においては、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促

進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とし、相当広範な地域の環境において

継続して存すると認められ､かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支

障を及ぼすおそれのある化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境への排出量や廃

棄物に含まれる移動量等の届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計値の

集計結果を公表する。 
このＰＲＴＲ制度は、平成13年度把握分（平成14年度集計）から実施しており、法律に基づ

き、届出された前年度分の排出量・移動量を集計するとともに、届出対象外となる排出量（届

出外排出量）について推計し、併せて公表している。 
○ 平成24年度は、平成23年度把握分の集計・公表を実施した。届出事業所数36,807、総排

出量17万４千トン、総移動量22万５千トン、総排出量・移動量（合計）40万トンであった。 
○ 平成25年度は、平成24年度把握分の集計・公表を実施した。届出事業所数36,504、総排

出量16万２千トン、総移動量21万９千トン、総排出量・移動量（合計）38万１千トンであ

った。 
○ 平成26年度は、平成25年度把握分の集計・公表を実施した。届出事業所数35,974、総排

出量16万トン、総移動量21万５千トン、総排出量・移動量（合計）37万６千トンであった。 
○ 平成26年度の結果を、現行の届出要件（取扱量）による届出が開始された初年度（平成

15年度）と比較すると、総排出量・移動量は15万2千トン（▲28.8％）減少し、平成20年
度の対象物質の見直し前後で、継続して指定されている第一種指定化学物質（継続物質）

の排出量・移動量は17万トン（▲33.6％）減少した。経年的には減少傾向にある。 
当該施策は、平成13年度把握分（平成14年度集計）から実施し、平成20年度からは個別事業
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所の全データを公表しており、事業者の排出量・移動量も減少傾向にある。今後とも、ＰＲＴＲ

データの一層の活用について検討しつつ、集計・公表を着実に実施し、必要に応じ見直しを行う

予定である。 
 

【大気環境の常時監視】（環境省） 
大気環境については、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第22条に基づき、都道府県及

び大気汚染防止法上の政令市では大気汚染の常時監視を実施しており、国においても大気汚染

物質モニタリングを昭和40年代以降実施している。また、全国の大気汚染状況を取りまとめ公

表を行っている。 
本施策は大気環境中の大気汚染物質をモニタリング・公表し、大気汚染に係る環境基準等の

達成状況の改善を図り、大気環境を保全することを目的とする。地方自治体及び国が実施した

大気汚染物質モニタリングの調査結果を環境省ホームページで公表している。また、大気汚染

物質広域監視システム（そらまめ君）により、全国の大気汚染状況等を１時間ごとに24時間提

供している。 
平成25年度におけるモニタリング結果は以下の通りであった。 
 
○ ベンゼンは１地点で環境基準を超過したが、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、ジクロロメタンについては、環境基準を達成している。 
平成25年度には、ＰＲＴＲデータ等を用いて排出量の多い発生源周辺を適切に監視できるよ

う、大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基

準を改正するとともに、「有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガイドライン」を策定し、有

害大気汚染物質の大気環境モニタリングの効率化を図っている。 
今後も引き続き、地方公共団体等と連携の上、大気環境モニタリングの実施及び結果の公表

を行う。 
  
【水環境の常時監視】（環境省） 

公共用水域の水質については、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定に基づき、水

質汚濁に係る環境基準が定められている項目を中心に、各都道府県知事が毎年定める測定計画

に従って、都道府県、水質汚濁防止法政令市及び国（１級河川のうち国が管理するもの）が常

時監視として測定を実施し、その結果は都道府県知事により公表されている。 
なお、都道府県知事は、測定結果を環境大臣に報告することになっている。環境省では、水

質関連システムを構築してその結果を取りまとめ、全国的な水質の状況を把握するとともに、

今後の水環境行政の円滑な推進に資することを目的に、公表している。 
平成26年度は、「平成25年度公共用水域水質測定結果について（お知らせ）<26年12月26日>」

により、公表を行った。その結果は、以下の通りであった。 
 
○ 健康項目 
・ 27項目の環境基準達成率は、99.2％（前年度99.0％） 
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○ 生活環境項目（水生生物の保全） 
・ 全亜鉛の類型指定水域6（870水域）の環境基準達成率は、98.2％（前年度739水域、

98.6％） 
・ ノニルフェノールの類型指定水域6（809水域）の環境基準達成率は、100％（前年度

45水域、100%。平成24年度途中より測定） 
・ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）の類型指定水域6（74水域）の環

境基準達成率は、100%（平成25年度より測定） 
今後も引き続き、都道府県、水質汚濁防止法政令市及び国により実施された常時観測結果に

ついて、報告を受け取りまとめ、公表する予定である。 
 

【地下水質の常時監視】（環境省） 
地下水の水質については、水質汚濁防止法の規定に基づき、地下水の水質汚濁に係る環境基

準が定められている項目を中心に、各都道府県が毎年定める測定計画に従って、都道府県、水

質汚濁防止法政令市が常時監視として測定を実施し、その結果は都道府県知事により公表され

ている。 
なお、都道府県知事は、測定結果を環境大臣に報告することになっている。環境省では、水

質関連システムを構築してその結果を取りまとめ、全国的な地下水質の状況を把握するととも

に、今後の水環境行政の円滑な推進に資することを目的に、公表している。 
平成26年度は、「平成25年度地下水質測定結果について（お知らせ）<27年２月27日>」によ

り、公表を行った。その概要は以下の通りであり、こうした結果に基づき、汚染（基準超過）

への対策が行われている。 
○ 概況調査の結果、25年度は5.8％の地点（井戸）で環境基準を超過（前年度6.1％）。 
○ 発見された汚染について、その範囲を確認するため汚染井戸周辺地区調査を実施。25年
度の井戸数は1,472本（前年度1,245本）。 

○ 汚染が確認された地域については、継続監視調査を実施。25年度の井戸数は4,547本（前

年度4,545本）。 
今後も引き続き、都道府県、水質汚濁防止法政令市及び国により実施された常時観測結果に

ついて、報告を受け取りまとめ、公表する予定である。 
 

【室内空気汚染に関する取組】（厚生労働省） 
厚生労働省では、シックハウス（室内空気汚染）問題に対応するため、ホルムアルデヒド等

13の物質について、室内濃度指針値を定めている。しかし、指針値が検討されて以降、約10年
経過したこと、指針値を定めた化学物質以外の代替物質による問題等が新たに指摘されている

こと等を踏まえ、シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会を再開し、最新の知見に

基づき、室内濃度指針値の設定に向け、検討を行っている。 

                         
6
 類型指定：生活環境項目は、河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた類型を設け、水域ごとにそれぞれの類型を当

てはめることとしている。 
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○ 平成24年９月より、シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会を再開し、最新

の知見に基づき、室内濃度指針値の設定等に向け、検討を行っている。（平成26年度末まで

に８回開催） 
○ この検討に資するため、平成24年度夏期及び冬期、平成25年度夏期並びに平成26年度夏

期において、居住家屋における主要な化学物質の室内濃度の実態調査を行っている。 
引き続き、シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会において、検討を行っていく。 
 

＜目標値等の設定に関する取組＞ 
【大気汚染に係る環境基準等の設定・改定等に資する調査検討】（環境省） 

環境基本法に基づき大気汚染に係る環境基準として、人の健康の保護に関する観点から、10
物質（ダイオキシン類を除く。）が定められている。また、環境中の有害大気汚染物質による健

康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が９物質について定められている。 
環境基準については常に適切な科学的判断が加えられなければならないことから、既に環境

基準等が設定された物質等についても、科学的知見の充実を継続的に進め、必要な検討を行う。

また、環境基準又は指針値（以下「環境基準等」という。）が設定されていない物質については、

その設定に向けた科学的知見の収集・整理を進める。 
平成24年度及び平成25年度は、諸外国及び国際機関等における大気環境基準等の設定・改定

など大気保全政策の動向に関する最新の情報及び大気汚染に係る環境基準等が未設定の物質や

既に環境基準等が設定されている物質について、人の健康影響に関する情報の収集・整理を引

き続き進めた。このうち、マンガン及びその化合物に係る健康リスク評価については、平成24
年度より中央環境審議会の専門委員会における検討を開始し、平成26年３月に取りまとめた報

告書に基づき、同年４月に指針値を設定した。また、有害大気汚染物質に関して得られる科学

的知見に制約がある場合の有害性等評価手法についても、平成24年度より中央環境審議会の専

門委員会において検討を実施し、平成26年３月に取りまとめた報告書に基づき、同年４月に必

要な改定を行った。 
今後は、大気汚染に係る環境基準等の設定等に資する情報収集・整理やリスク評価手法に関

する検討を継続的に実施し、環境基準等の設定等を進める。 
 
【水質環境基準等の見直し】（環境省） 

環境基本法に基づく環境基準については、現在、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保

護に関する環境基準は27項目、水質汚濁に係る生活環境保全に関する環境基準のうち、水生生

物の保全に係る環境基準は、３項目が定められている。また、地下水の水質汚濁に係る環境基

準については、28項目が定められている。 
公共用水域における検出状況等からみて、直ちに環境基準とせず、引き続き公共用水域の検

出状況など知見の集積に努めるべきものを要監視項目と定めている。 
また、個別物質ごとの「水環境リスク」は比較的大きくない、又は不明であるが、環境中で

の検出状況や複合影響等の観点からみて、「水環境リスク」に関する知見の集積が必要な物質と

して要調査項目を策定している。 
環境基準項目及びその基準値、要監視項目及びその指針値については、常に適切な科学的判

断が加えられ必要な改訂を行う必要があり、必要な追加・見直し作業を継続して行う。また、
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要調査項目については、知見の集積に努め、柔軟に見直しを行う。 
○ 平成24年度は、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を水生

生物の保全に係る環境基準項目に、4-t-オクチルフェノール等３項目を要監視項目に定めた。 
○ 平成25年度は、要調査項目の改訂を行い、新たに208項目を選定した。 
○ 平成26年度は、人の健康の保護に関する環境基準のうち、トリクロロエチレンに係る公

共用水域及び地下水の環境基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lに見直した。 
今後も、新たな科学的知見に基づいて必要な見直し作業を継続的に行う。 

 
【土壌環境基準等の見直し】（環境省） 

環境基本法に基づき設定される土壌の汚染に係る環境基準は、人の健康を保護及び生活環境

を保全する上で維持することが望ましい基準であり、土壌の汚染状態の有無を判断する基準と

して、また、汚染土壌に係る改善対策を講ずる際の目標となる基準として27項目が定められて

いる。 
土壌環境基準は、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定する

との考え方に基づき、水質環境基準、地下水環境基準等に則して設定している。平成21年から

平成23年に1,4-ジオキサン等の水質環境基準及び地下水環境基準の項目の追加及び基準値の変

更が行われた。これらを踏まえ、土壌環境基準を見直している。 
平成25年度は、平成25年12月の中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会における

1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準の見直しについての審議を踏まえ、平成26年３月に答申が

なされた。これに基づき、平成26年３月に1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準を見直した。 
今後、諮問された他の物質についても、土壌環境基準及び土壌汚染対策法（平成14年法律第

53号）に基づく特定有害物質の見直し等について検討する。 
 

【室内空気汚染に関する取組】（厚生労働省） 
（P.17 の再掲のため、内容は省略） 

 

ｂ）リスク評価の効率化等に向けた新たな手法の開発・活用 

 
現状 
 

リスク評価の手法については、ＯＥＣＤ等の枠組みで国際連携を図りつつ、ＱＳＡＲ及びトキシ

コゲノミクス等の新たな手法、農薬の環境影響をより的確に評価するための新たなリスク評価手法

の開発が進められている。 
 
取組状況 
 

＜リスク評価の効率化等の取組＞ 
【ＱＳＡＲ・トキシコゲノミクス等の開発・活用】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 
○ ＱＳＡＲ等を利用した健康影響評価システムの開発 
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平成21年の化学物質審査規制法改正を受けて、未だ評価されていない多くの化学物質の安

全性評価を早急に実施する必要があり、国際協調を図りつつ、2020年までに化学物質の安全

性について網羅的に把握することが化学物質管理における重要な政策課題となっている。こ

のため、化学物質の総合的な評価を加速し、国際的な化学物質管理の取組に貢献するために、

ＱＳＡＲ やカテゴリーアプローチ等の予測的な評価方法の開発など、化学物質の効率的で精

度の高い評価手法の開発の研究を推進することとしている。具体的には以下の取組を実施し

ている。 
・ 経気道ばく露に関する有害性評価法をより迅速化、定量化、高精度化させるための総

合的かつ安定的な評価システムの開発を実施している。平成24年度から平成26年度に

おいては、キシレン及びパラジクロロベンゼンを例に、脳サンプルを用いた網羅的遺

伝子発現解析手法により、その中枢影響を予測することが可能か検証を行った。 
・ トキシコゲノミクスなどの情報解析技術を活用し、実験動物に投与した際の遺伝子発

現特性や代謝物質を網羅的に解析する化学物質の健康影響評価、又はＱＳＡＲ による

化学物質の健康影響評価に資するシステムの開発に関する研究を実施している。平成

24年度から平成26年度においては、Ａｍｅｓ試験の予測精度の向上を目指し、多くの

化合物についてデータベース化等を進めた。 
・ 化学物質の有害性評価を高度化し、迅速で効率的な試験の実施のために、化学物質の

有害性を確認する際に主要な臓器である肝臓、腎臓の一般毒性及び発がん性の発現可

能性に関して、毒性試験に供した実験動物から得られる遺伝子変動データを活用し、

予兆的な情報を得る手法の開発を実施している。当該事業は平成23年度から５年計画

の事業であり、 平成24年度は、遺伝子データ取得・解析のため、動物試験のフィー

ジビリティ試験を行い、平成25年度は、毒性判定方法のプロトタイプを作成した。 平
成26年度はプロトタイプの精度向上を図った。 

本事業は、化学物質を利用する上でヒト健康への影響を最小限に抑える目的で行う種々の

行政施策の科学的基盤として、国民生活の安全確保に大いに寄与する不可欠な事業であり、

今後も引き続き実施する。 
 

○ 生態毒性予測システム（ＫＡＴＥ） 
環境省では、国立研究開発法人国立環境研究所とともにＫＡＴＥの研究・開発を実施して

いる。ＫＡＴＥは、化学物質の構造式等を入力することにより、魚類急性毒性試験の半数致

死濃度及びミジンコ遊泳阻害試験の半数影響濃度の予測が可能なシステムである。また、化

学物質管理に携わる事業者が、生態への毒性影響が明らかではない化学物質について予測を

行うことで、その情報を基に当該物質の適切な取扱いや管理方策を検討する際の参考として

活用可能である。 
・ 平成20年１月に試用版（ＫＡＴＥ Ver1.0）を公開し、さらに、平成23年３月に「Ｋ

ＡＴＥ2011」を公開した。 
・ ＫＡＴＥの予測精度の向上や適用可能な範囲の拡大のため、平成25年度には、実測値

が不足しているためＫＡＴＥにおいて予測式が構築されていない物質について、生態影

響試験を実施した。（再掲） 
・ ３省合同審議会における新規化学物質の審査の参考資料としてＫＡＴＥ等の結果を配
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付した。 
 

【化学物質審査規制法の枠組における、ライフサイクルの全段階を考慮したスクリーニング・リス

ク評価手法】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 
化学物質のライフサイクル全体でのリスク管理を行うため、化学物質の製造、調合、使用段

階だけでなく、化学物質を含む製品の長期使用段階や廃棄段階まで含めたライフサイクル全体

を考慮したスクリーニング評価、リスク評価を行う必要がある。このため、ライフサイクル全

体を考慮した評価を可能とする手法の開発について調査検討を行っている。 
 

【農薬に係るリスク評価等の推進、評価手法高度化等の検討】（環境省） 
    農薬については、水産動植物以外の生物や個体群、生態系全体を対象とした新たなリスク評

価・管理手法等の開発を目指し、諸外国及び他法令における取組の情報を収集しているほか、以

下の３つの取組を推進している。 
○ 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアルの作成 

農薬による陸域生態系への影響について、リスク評価・管理の手法を確立するため、検

討を行ってきた。その検討結果を踏まえて、平成25年、農薬メーカーが、農薬の開発段階

から鳥類への農薬の影響に適切に配慮した自主的取組を行えるよう、「鳥類の農薬リスク評

価・管理手法マニュアル」を作成・公表した。本マニュアルに基づいて、各農薬開発企業

が自主的に農薬の鳥類へのリスク評価を進めている。 
 

○ 生物多様性に配慮した農薬及びその使用方法の選択に関するツール開発 
現在の農薬リスク評価では、魚類、藻類、甲殻類の３点で試験をしているが、例えばミ

ジンコの試験種は我が国の在来種では無いなど、我が国の生態系保全の観点からは課題が

ある。そこで、地域固有の生物群集への農薬の影響を評価することができるメソコズム試

験法の開発を推進し、これまでにベースとなる試験法の案を作成し、これに基づき各地域

において実証試験を実施した。 
本取組は、各地域固有の生物多様性により影響が少ない農薬の選択等を可能とするツー

ルを開発し、それが活用されることを目指しており、試験法確立後は、その普及を推進す

る。 
 

○ 統計学的手法を用いた水域生態系へのリスク評価手法確立 
現在の農薬登録制度では、農薬の水域生態系への影響について、３種の毒性試験及び標

準的な環境モデルによりリスク評価を実施しているが、生態系全体を考慮するには課題が

ある。また、標準的な環境モデルで考慮しきれない地域差なども取り入れた環境中予測濃

度の精度向上も課題となっている。本取組は、農薬の生態系への影響について統計学的手

法を用いた水域生態系全体への定量的なリスク評価手法の確立を目指すものである。 
平成26年度までに、環境中予測濃度の地域的な変動性を推定するとともに、種の感受性

分布の解析を行った。 
また、５種の付着藻類の毒性試験を一度に実施可能な方法を開発した。 
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今後、本リスク評価手法の確立に向けて取組を推進するとともに、農薬のリスク評価にどう

活用するか検討する。 
 

【化学物質の内分泌かく乱作用に関する試験法の開発】（環境省） 
化学物質の内分泌かく乱作用の評価のための試験方法については、先進国間の協力の下で開

発が進められており、ＯＥＣＤの下でテストガイドライン（ＴＧ）化が進められてきている。 
我が国においても、魚類、両生類等を用いた試験法について開発を行い、ＯＥＣＤの下で国

際標準的な試験法として確立させることを目的としている。 
2009年に以下の２試験についてＯＥＣＤでテストガイドライン化されている。 
・ＴＧ229魚類短期繁殖試験(2012年改訂) 

 魚類におけるエストロゲン、アンドロゲン作用を含む複数の作用について評価 
・ＴＧ231両生類変態試験 
 両生類における視床下部-下垂体-甲状腺軸に対する影響を評価 

また、2011年には以下の１試験がＯＥＣＤでテストガイドライン化されている。 
・ＴＧ234魚類性発達試験 

魚類におけるエストロゲン、抗エストロゲン作用等の複数の作用を評価 
米国と共同でＯＥＣＤに提出した以下の２試験は、新テストガイドラインとして2015年７月

に公開された。 
・ＴＧ240メダカ拡張一世代繁殖試験 

 メダカにおけるエストロゲン、抗エストロゲン作用等の複数の作用の繁殖に対する影響

を評価 
・ＴＧ241両生類ライフサイクル試験 

 両生類における視床下部－下垂体－甲状腺軸、生殖及び成長等への影響を評価 
また、細胞を用いた試験法についても開発を行っており、以下の試験が、新テストガイドラ

インとして2015年中に公開される見込みである。 
・ＴＧ493 女性ホルモン受容体（ＥＲ）結合試験 
・ＴＧ455（改訂）女性ホルモン受容体（ＥＲ)レポーター遺伝子アッセイ（アンタゴニスト

系） 
引き続き、諸外国とも協力しながら化学物質の内分泌かく乱作用を評価するために必要な試

験法を開発し、ＯＥＣＤでのテストガイドライン化を目指す。 
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重点検討項目②：ライフサイクル全体のリスクの削減 

（１）取り組むべき課題の基本的方向 

これまでの取組により、特にリスクが高い化学物質については一定の成果を上げてきたが、ＷＳＳ

Ｄ2020 年目標を達成するためには、リスクが懸念される化学物質をより幅広く対象として、化学物

質の製造・使用から排出・廃棄に至る様々な段階において、各種の取組を一層効率的、効果的に運用

していくことが必要である。今後は、関係法令の円滑な施行及び事業者による自主的な取組を一層推

進するとともに、環境保全や消費者・労働者保護のための関係法令・制度間の連携を強化し、影響を

受ける側の始点に立った対策を進めていくことが必要である。 
 
（２）現状と取組状況 

上記課題に対応し、リスク評価の結果に基づくリスクの低減措置を一層推進し、関係法令・制度・

施策間で有機的な連携を確保しつつ、また、様々な手法を適切に組み合わせ、化学物質のライフサイ

クル全体のリスクを削減するための取組を推進している。具体的には、化学物質の製造・輸入・使用

から排出、廃棄にいたるライフサイクル全般を通じて各種法令による規制や事業者による管理を促進

し、過去に製造された有害化学物質や汚染土壌への対策、事故時の対応を進める必要がある。このよ

うな観点から、以下のａ）～ｄ）の項目について、関係行政機関の取組状況を確認した。 
ａ）化学物質の製造・輸入・使用段階での規制の適切な実施や、事業者の取組の促進 
ｂ）化学物質の環境への排出・廃棄・リサイクル段階での対策の実施 
ｃ）過去に製造された有害化学物質や汚染土壌・底質等の負の遺産への対応 
ｄ）事故等への対応 

 

ａ）化学物質の製造・輸入・使用段階での規制の適切な実施や、事業者の取組の促進 

 
現状 
 

一般用途（工業用）の化学物質及び農薬の製造・輸入・使用については、それぞれ化学物質審査

規制法及び農薬取締法により規制措置を講じてきている。前述のとおり、平成21年には化学物質

審査規制法が一部改正され、既存化学物質も含めた包括的管理制度が平成23年度より導入された。 
化学物質審査規制法における一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質について届出ら

れた製造・輸入の実績数量分布を図－５に示す。また、農薬取締法における農薬の出荷量の推移を

図－６に示す。 
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図－５ 化学物質審査規制法における一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質について届出

られた製造・輸入の実績数量分布入の実績数量分布 
 

（一般化学物質） 
 

4,307 

1,614 

826 
248 59 13 

4,225 

1,480 

753 
209 51 10 

4,202 

1,459 

744 
203 55 10 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
平成23年度

平成24年度

平成25年度

 

注 年間１トン以上製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務が課されている。図は、合計数量を横軸に示し、

各分布に該当する物質数を縦軸に示したもの。 

 

（優先評価化学物質） 
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注 年間１トン以上製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務が課されており、毎年度、製造・輸入数量の合計

値が 100 トン以上の優先評価化学物質については、当該合計数量を公表することとしている。図は、合計数量を横

軸に示し、各分布に該当する物質数を縦軸に示したもの。 

 

 

（物質数） 

（製造・輸入数量(トン)） 

（物質数） 

（製造・輸入数量(トン)） 
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（監視化学物質） 
 

3 3

2 2

3 3

1

3

2

4

2

1

0

1

2

3

4

5
平成23年度

平成24年度

平成25年度

 

注 年間１キログラム以上製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務が課されており、毎年度、製造・輸入数量

の合計値が１トン以上の監視化学物質については、当該合計数量を公表することとしている。図は、合計数量を横軸

に示し、各分布に該当する物質数を縦軸に示したもの。 

 
出典）経済産業省の公表資料より環境省作成 

 

図－６ 農薬の出荷量の推移（平成元～25 年農薬年度） 

 

農薬年度：前年１０月～当年９月 

出典：農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/） 
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（農薬年度） 

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/
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化学物質審査規制法における新規化学物質の届出件数は図－７のとおりである。約40年間の推移をみ

ると、長期的には増加傾向で推移している。 
 

図－７ 新規化学物質届出件数の推移 
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注１ 低生産量新規化学物質：全国の製造輸入数量が一年度あたり 10 トン以下の新規化学物質であり、分解度

試験及び濃縮度試験の審査を受ける必要がある。 

注２ 少量新規化学物質：全国の製造輸入数量が一年度あたり１トン以下の新規化学物質。届出に当たり、有害

性情報等の提出を不要としている。 

出典）経済産業省ウェブサイト 

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/sekou.html） 

 （平成 23 年まで暦年、平成 24 年から年度） 
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化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質の指定状況を図－８に示す。難分解性、高蓄

積性及び長期毒性が判明した物質については、第一種特定化学物質に指定され、製造、輸入、使用

が原則禁止されることとなる。化学物質審査規制法施行直後にＰＣＢが指定されて以降、逐次物質

が追加指定され、合計30物質となっている。長期毒性をもち相当広範な地域の環境中に相当程度

残留することによるリスクが認められる物質については、第二種特定化学物質に指定されるが、第

二種特定化学物質の中で現在試験研究用以外で製造・輸入されている主な物質であるトリクロロエ

チレン、テトラクロロエチレン及び、四塩化炭素の出荷数量（輸出及び中間物向け以外）を図－９

に示す。３物質すべてについて、出荷数量は減少傾向にある。 
 

図－８ 第一種特定化学物質の指定物質数の推移 
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出典）環境省 

 

図－９ 第二種特定化学物質の出荷数量（輸出及び中間物向け以外）の推移 
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出典）経済産業省ウェブサイト

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/sekou.html） 
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取組状況 
 
＜規制の実施に関しての取組＞ 
【化学物質審査規制法における規制の実施】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 

化学物質審査規制法では、人の健康及び生態系に影響を及ぼすおそれがある化学物質による

環境の汚染を防止することを目的とし、新規化学物質に関する審査及び規制、上市後の化学物

質に関する継続的な管理措置、化学物質の性状等に応じた規制等を行う。ヘキサブロモシクロ

ドデカン及びエンドスルファンについては、平成 26 年３月に化学物質審査規制法施行令を改正

し、平成 26 年５月１日付けで第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止とした。

同法の施行状況は以下のとおり。 
○ 新規化学物質の届出・申出件数 

・ 平成 26 年度の新規化学物質の届出件数は 624 件 
・ 平成 26 年度の少量新規化学物質の申出件数は 36,052 件 

○ 規制対象物質等の指定状況（平成 27 年４月１日現在） 
・ 第一種特定化学物質：30（ＰＣＢ等） 
・ 第二種特定化学物質：23（トリクロロエチレン等） 
・ 監視化学物質：37（テトラフェニルスズ等） 
・ 優先評価化学物質：177（フェノール、ベンゼン等） 

今後は、引き続き、化学物質審査規制法に基づき適切な化学物質規制を実施する。 
 
【農薬取締法における規制等の実施】（農林水産省、環境省） 
○ 登録保留基準の設定 

（P.11 の再掲のため、内容は省略） 
○ モニタリングの実施 

（P.12 の再掲のため、内容は省略） 
○ 農薬の使用基準の設定と適正使用指導の推進 

農薬は、定められた使用方法で使用した場合に、病害虫防除等の効果がなければならない

ことはもちろんであるが、人の健康や環境、有用生物※への悪影響が生じないかについても審

査した上で登録している。また、人の健康や環境への悪影響を防止するためには、農薬の使

用にあたって、定められた使用方法等を遵守する必要があることから、「農薬を使用する者が

遵守すべき基準を定める省令」（平成 15 年農林水産省・環境省令）を定め、適用農作物等の

範囲、農薬の使用量、回数、使用時期等の使用基準の遵守等を義務づけるとともに、農薬危

害防止運動等を通じて、農薬の適正使用の指導を推進している。具体的には、以下の取組を

実施している。 
・ 農薬登録に際し、毒性、水質汚濁性、水産動植物への影響、残留性等について厳格に

審査するとともに、農薬ごとに使用方法等を定め、その遵守の徹底を図っている。また

蚕や蜜蜂等の有用生物の被害を防止するため、影響試験の結果に基づき、使用上の注意

事項を付している。 
・ 農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使用等を推進

するため、平成 24～26 年の６月から８月までの３ヶ月間、農薬危害防止運動を実施し
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た。 
・ 公園等の公共施設の植物、街路樹や住宅地に近接する農地及び森林等（住宅地等）に

おいて農薬を使用する際、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないよう、

住宅地等における農薬使用時の農薬使用者の遵守すべき事項を示した「住宅地等におけ

る農薬使用について」（農林水産省及び環境省の局長連名通知）を平成 25 年４月に改正

した。物理的防除等による農薬使用回数及び量の削減や農薬の飛散の防止、幅広い事前

周知の実施等により周辺住民に対して配慮するなど、同通知に基づく指導を徹底してい

る。 
・ 環境省は、平成 25 年度に「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を改訂し、

農薬の使用に伴う周辺への悪影響が生じないよう周知している。 
・ 農林水産省は、平成 24～26 年度の消費・安全対策交付金により、農薬使用者等への

農薬の適正使用・管理の徹底に向けた取組、農薬の飛散・農産物等への残留調査及び飛

散防止技術等の効果を確認する取組を支援した。 
・ 環境省は、ゴルフ場において農薬が適正に使用され、水質汚濁を未然に防止するため、

暫定指導指針を定め、排水中の農薬濃度が指針値を超過しないよう指導している。さら

に、実際に排水中の農薬濃度が指針値を超えていないか調査を実施した。平成 24 年度、

平成 25 年度は全国 24 か所において実施し、指針値の超過は見られなかった。 
今後は、引き続き農薬登録に際し厳格な審査を行いつつ、農薬危害防止運動等を通じて、

農薬の使用基準の遵守等、農薬の適正使用の指導を推進するほか、現行の使用規制が適切な

ものとなっているか知見の集積・検証に努める。 
 

【代替フロン等４ガスの総合的排出抑制対策】（経済産業省、環境省） 
フロン類の回収・破壊や産業界の自主行動計画に基づく取組により、効果的・効率的な排出抑

制対策に取り組んでいる。 
また、フロン類のライフサイクル全体にわたるフロン類の使用の合理化及び管理の適正化を目

的とした、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（改正後の名

称：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）（平成 13 年法律第 64 号）の改正

が行われたところ、同法の確実な施行のほか、技術実証、導入補助、普及啓発事業等の施策を通

じ、フロン類を使わないノンフロン化やより温室効果の低いフロン類に代替する低ＧＷＰ

（Global warming potential：地球温暖化係数）化の開発・商品化と普及のための支援を強化す

ることとしている。 
 

【労働安全衛生法における取組】（厚生労働省） 
労働現場での労働災害及び健康障害防止のために、労働安全衛生法に基づく化学物質のばく露

等防止対策を適切に実施する。また、建築物解体時の労働者の石綿ばく露防止対策の推進及び石

綿含有製品の輸入等禁止の徹底を図る。 
また、化学物質に起因する爆発や中毒等の労働災害が発生した場合には、事業者は労働基準監

督署への報告が義務付けられている。国は、重大な災害については、災害調査を行い、その結果

に基づき違反の是正や再発防止に係る指導を行うなど所要の措置を講ずる。 
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・ 新たに行われた変異原性試験の結果に基づき、強い変異原性が認められた化学物質につ

いてばく露防止対策を定めた指針の対象物質を追加。（平成 24 年度 37 物質／平成 25 年

度 49 物質／平成 26 年度 69 物質／平成 26 年度時点で計 1000 物質） 
・ 東日本大震災の被災地等における建築物解体現場やがれき集積場の石綿気中濃度測定を

行う。（平成 24 年度 100 箇所／平成 25 年度 85 箇所／平成 26 年度 31 箇所） 
引き続き、化学物質の適正な管理と労働者の健康障害の防止を図るため、効果的な施策の実施

に努めていく。 
 
【家庭用品規制法における取組】（厚生労働省） 

厚生労働省では、国民の健康の保護に資することを目的とし、有害物質を含有する家庭用品の

規制に関する法律（昭和 48 年法律第 112 号。以下「家庭用品規制法」という。）に基づき、有

害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行っている。 
・ 平成 27 年４月に政令を改正し 、化学的変化により容易にベンジジン等の 24 種類の特定

芳香族アミンを生ずるアゾ化合物について、家庭用品規制法上の有害物質として新たに指

定した。また、平成 27 年７月に省令を改正し、当該有害物質を含有する染料が使用されて

いる家庭用品を指定するとともに、当該家庭用品の区分に応じ、基準を定めた。 
・ 化学物質が原因であることが推定された重大製品事故については、消費者庁等の関係省

庁と連携の上、速やかに公表し、消費者へ情報提供している。（例：平成 25年２月 22日 『「ウ

イルスプロテクター」の自主回収を開始しました』） 
・ 毎年度、病院モニター報告について、とりまとめ結果を公表するとともに、家庭用品に

係る事故の防止に資するようパンフレット等を作成している。 
・ 毎年度、各自治体において、試買検査等により、規制基準に適合しない家庭用品の販売

等に対する監視、指導を実施している。 
引き続き、家庭用品規制法に基づき監視指導を行うとともに、必要に応じて、規制対象の見直

しを図っていく。 
 

【室内空気汚染に関する取組】（厚生労働省） 
（P.17 の再掲のため、内容は省略） 

 
【毒物及び劇物取締法における規制の実施】（厚生労働省） 

厚生労働省では、毒物及び劇物取締法に基づき、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地か

ら必要な取締を行っている。 
・ 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）は、日常流通する有用な化学物質のうち、

主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、

毒物劇物営業者の登録制度、容器等への表示、販売（譲渡）の際の手続、盗難・紛失・漏

洩等の防止の対策、運搬・廃棄等の基準等を定めており、毒物及び劇物の不適切な流通や

漏洩等が起きないように、各地方自治体とも連携して、営業者等に対する指導等を実施し

ている。 
引き続き、毒物及び劇物取締法に基づき、新たな知見を踏まえ、必要に応じて、薬事・食品衛

生審議会等において、審議等を行い、規制対象の見直しを行っていく。 
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＜国等におけるグリーン調達の推進＞ 
【国等によるグリーン調達の推進】（環境省） 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号。以下、「グリ

ーン購入法」という。）は、循環型社会の形成のため、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需

要面からの取組」が重要との観点から、循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして、平

成 13 年４月より完全施行され、国等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物

品等に関する情報の提供、その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な項目を定

めることにより、化学物質のリスク削減も含めた環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会

の構築を図ることを目的としている。 
国は、国等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定め、各省庁等は基本方針に即して、

毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針（以下「調達方針」という。）を作成し、予

算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択することとされている。 
・ グリーン購入法は平成 13 年施行以降、国等においては各省庁等が毎年度、調達方針を策

定し、その調達方針に基づき、特定調達物品等をほぼ 100％※調達している。 
 ※平成 25 年度の国等の調達実績（公共工事を除く特定調達品目 199 品目） 

調達率 95％以上の特定調達品目数・割合 189 品目（95.0％） 
今後も継続して、国等においては各省庁等が毎年度、調達方針を策定し、その調達方針に基づ

き、特定調達物品等の調達を継続して推進する必要がある。 
 

ｂ）化学物質の環境への排出・廃棄・リサイクル段階での対策の実施7 

   
現状 
   

化学物質の環境への排出については、ＰＲＴＲ制度により、事業者による自主的管理の改善が促

進され、届出対象化学物質の排出量は全体として低減傾向にある。ＰＲＴＲ制度については平成20
年に対象物質・対象業種等の見直しを行い、平成22年度から新たな対象物質・対象業種による排

出量等の把握が開始された。図－10にＰＲＴＲ届出排出量・移動量の推移を示す。現行の届出要

件（取扱量）による届出が開始された初年度（平成15年度）と比較すると、総排出量・移動量は

15万２千トン減少、平成20年度の対象物質の見直し前後で、継続して指定されている第一種指定

化学物質（継続物質）の排出量・移動量は17万５千トン減少しており、経年的には減少傾向にあ

る。 

                         
7 ここに記載の取組は SAICM/ICCM で議論されている新規政策課題（EPI）の電気電子製品のライフサイクル有害化学

物質（hazardous substances within the life cycle of electrical and electronic products）の課題に関連している。 
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図－10 ＰＲＴＲ届出排出量・移動量の推移 
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出典）平成25年度ＰＲＴＲデータの概要 
 

一般環境中の汚染物質の濃度については、ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準及び水質

環境基準等を設定し、観測を実施している。ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準の超過状

況は図－11に示す。1996年の大気汚染防止法の改正により、ベンゼン等の排出抑制基準を設定す

る等の有害大気汚染物質対策を制度化したことで、超過率が年々減少し、2008年度以降の超過率

はほぼ０％で推移している。 
 

図－11 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準の超過状況の推移 

 

注 環境基準超過地点数の比率 

出典）環境省 

 
また、水質汚濁に関する健康項目の環境基準超過状況の推移を、図－12 に示す。環境基準超過

率の推移を見ると、ほぼ横ばいの状態である。 
 
 
 

(年度) 

(年度) 
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図－12 公共用水域における健康項目の環境基準超過状況の推移 

 
注１ 健康項目の基準超過地点数の比率。 

注２ 1999 年度より新規に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・ふっ素並びにほう素の測定が開始された。 

注３ 2009 年度に 1,4-ジオキサン（1 項目）が追加され、2010 年度より測定が開始された。 

出典）環境省 

 

取組状況 
   

＜排出・廃棄・リサイクルにおける対策＞ 
【化学物質排出把握管理促進法における排出量及び移動量の把握・公表】（経済産業省、環境省） 

（P.15 の再掲のため、内容は省略） 
   
【大気汚染防止法に基づく規制等】（環境省） 
○ 大気汚染防止規制等対策 

大気汚染物質に係る環境基準確保のための施策の推進を図るため、固定発生源から排出さ

れた大気汚染物質量の調査や都道府県等の大気汚染防止法施行状況調査を実施している。具

体的には、以下の取組を行っている。 
・ 大気汚染物質排出状況の把握を行うことを目的に、自治体（独自調査を行う自治体を

除く。）が保有する工場・事業場情報を基に調査票を配布し、当該調査結果及び独自調査

を実施している自治体の調査結果と併せ、環境省ホームページへ公表している（３年周

期）。 
・ また、大気汚染防止法の規制施設に係る届出状況や規制事務実施状況に関する施行状

況について、各自治体に調査票を送付し、取りまとめた結果を環境省ホームページへ公

表している（毎年度）。 
今後は、大気汚染物質の排出状況及び大気汚染防止法で規定する施設等の届出状況等につ

いて把握を行う。 
また、アスベスト対策については、石綿による大気汚染の状況を把握するとともに、建築

物の解体等に伴う石綿飛散防止対策の徹底を図っている。 

(年度) 
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○ 大気環境の常時監視 
（P.16 の再掲のため、内容は省略） 

 
【水質汚濁防止法に基づく規制等】（環境省） 
○ 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出等の規制の推進 

工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制す

ることによって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護し、

生活環境を保全することを目的とし、水質汚濁防止法に基づく規制を実施する。 
汚水又は廃液を排出する特定施設等を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出され

る排出水又は地下水に浸透する浸透水について、28 有害物質等の排水基準又は地下浸透基準

を定め、これらに適合しない排出・浸透を禁止している。 
特に、有害物質を使用又は貯蔵している施設については、地下水汚染の未然防止のため、

構造基準の遵守や定期点検の実施を義務づけている。 
今後は、排水基準等に不適合の事業者について、引き続き、基準等に適合させるように自

治体による事業者指導を徹底する。 
 

○ 水環境の常時監視 
（P.16 再掲のため、内容は省略） 

○ 地下水質の常時監視 
（P.17 の再掲のため、内容は省略） 

 
【ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策】（環境省） 

ダイオキシン類の削減対策を進めるため、ダイオキシン類対策特別措置法第 26 条に基づく汚

染状況の調査、第 28 条等に基づく排出源からの発生状況の把握と排出インベントリの作成を実

施する。これらにより、第 33 条に基づき作成されている国内削減計画の目標達成状況の把握や

総合的な検証を行う。また、同法附則第２条において、「その発生過程等に関する調査研究を推

進し、その結果に基づき、必要な措置を講ずる」とされている臭素系ダイオキシン類について、

環境排出等の実態調査等を行う。 
これまで、国内削減計画を作成し、対策を推進した（第１次計画：平成 12 年９月作成、第２

次計画：平成 17 年６月作成、第３次計画：平成 24 年８月作成）。平成 24 年８月に変更した削

減計画において、ダイオキシン類削減目標量は 176g-TEQ/年となっている。平成 25 年におけ

る削減目標の設定対象に係る排出総量 127g-TEQ/年は、当該目標量を下回っており、削減目標

は達成されたと評価される。また、環境汚染状況は、大気環境基準の達成率が５年連続で 100％
となるなど、近年、大きく改善している。また、臭素系ダイオキシン類の発生が考えられる施

設における排出実態調査を行っており、濃度状況や環境動態の把握等を進めている。これらの

調査結果等は平成 12 年度から環境省ホームページで公表している。 
今後は、引き続き国内削減計画に基づき削減対策を推進するとともに、臭素系ダイオキシン

類に関する知見の集積等を図る。 
 
 



 

35 

【廃棄物処理法等に基づく有害物質を含む廃棄物の適正処理】（環境省） 
環境中で有害性等が懸念される化学物質等の廃棄に伴うリスクを低減し、生活環境保全上の

支障等の発生などの社会問題化の未然防止を図るため、有害性等が懸念される廃棄物の適正処

理を推進する。具体的には、以下の取組を行っている。 
○ 平成 24 年度は、感染性廃棄物処理マニュアルについて、所要の改訂を行うとともに、水

銀廃棄物の安定化・固型化技術等、水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する検討を行った。 
○ 平成 25 年度は、水銀廃棄物の安定化・固型化試験等を実施し、水銀廃棄物等の適正な処

理方策の検討を行った。 
○ 平成 26 年度は、水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策等について検討を行った。 
当該事業は、国内外の動向、知見の集積等により、有害性が懸念される物質を含有する廃棄物

の適正処理方策を調査・検討するものである。今後も、知見の集積を踏まえ、適正処理方策を確

保すべき物質について、その特性を踏まえて体系的な整理を行いつつ、対応を検討する必要があ

る。 
 

【残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質含有製品の適正な取扱い】（厚生労働

省・経済産業省・環境省） 
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）において廃絶対象とする

こととされた化学物質については、化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定し、

製造・輸入・使用を原則禁止するとともに、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用さ

れているものについて、輸入を禁止する措置を講じている。 
また、化学物質審査規制法では、第一種特定化学物質が使用されている製品については、第

一種特定化学物質が製品から環境中に放出される量を可能な限り抑えるため、その取扱いに係

る技術上の基準や環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めることとし

ている。 
平成 23 年４月及び平成 25 年５月に開催されたＰＯＰｓ条約締約国会議において新たに廃絶

対象とすることが決定されたエンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンについては、

平成 26 年３月に化学物質審査規制法施行令を改正し、同年５月１日付けで第一種特定化学物質

に指定し製造・輸入等を原則禁止とするとともに、同年 10 月１日付けでヘキサブロモシクロド

デカンが使用されている４製品を輸入禁止製品に追加指定した。また、平成 27 年５月に開催さ

れたＰＯＰｓ条約第７回締約国会議において、新たに条約の対象物質に追加されたもののうち、

第一種特定化学物質に未指定である塩素数が２のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェ

ノールとその塩及びエステル類について、今後、化学物質審査規制法において第一種特定化学

物質に指定し、必要に応じて輸入禁止製品を指定するなど所要の措置を講じる予定である。 
また、同条約において制限対象とすることが決定され、平成 22 年４月１日付けで第一種特定

化学物質に指定されたペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又はその塩

については、下記の規程が設けられた。 
・「ＰＦＯＳ又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表

ＰＦＯＳ又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定め

る省令」（平成 22 年５月 26 日付け厚生労働省・経済産業省・環境省令第４号）（最終改正：

平成 23 年３月 31 日） 
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・「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて

適用する同令第九条の表ＰＦＯＳ又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火

薬剤及び泡消火剤に関する技術上の基準を定める省令」（平成 22 年９月３日付け総務省・

厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第１号）（最終改正：平成 23 年

３月 31 日） 
・「ＰＦＯＳ又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項

の規定により読み替えて適用する同令第九条の表ＰＦＯＳ又はその塩の項第一号から第四

号までに規定する製品でＰＦＯＳ又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り

状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき

事項」（平成 23 年３月 31 日付け厚生労働省・経済産業省・環境省告示第６号） 
引き続きＰＯＰｓ条約に基づく廃絶対象物質について、化学物質審査規制法において適切に対

応する。 
 

【ストックホルム条約対象物質含有製品の廃棄物処理に向けた処理方策等の検討】（環境省） 
ストックホルム条約で規制対象とされた環境中で有害性等が懸念される化学物質を含有する

廃棄物について、その廃棄に伴うリスクを低減し、生活環境保全上の支障等の発生などの社会

問題化の未然防止を図り、安全・安心な社会を構築する。 
ＰＯＰｓを含有する廃棄物の適正処理を推進するため、以下の取組を行っている。 
・  平成 24 年度は、ヘキサブロモシクロドデカン（ＨＢＣＤ）を含有する廃棄物について、

取扱いの実態や含有製品を利用した分解処理実証実験を約 1,200℃の高温の焼却施設を

用いて実施した。 
・  平成 25 年度は、ＨＢＣＤ含有廃棄物について、フロー調査や分解処理実証試験（２箇

所）を実施するとともに、適正な処理方策の検討を行った。 
・  平成 26 年度は、最終処分場からのＨＢＣＤの排出実態調査や分解処理実証試験を実施

し、平成 25 年度に引き続いてＨＢＣＤ含有廃棄物の適正な処理方策の検討を行うととも

に、ＰＯＰｓ対象候補物質（ＰＣＮ8、ＰＣＰ9、ＤＢＤＥ10、ＨＣＢＤ）について国内に

おけるフロー調査を実施した。 
 

【バーゼル条約に基づく特定有害廃棄物等の輸出入管理】（経済産業省、環境省） 
有害廃棄物等の不正輸出入の防止及び環境上適正な処理を推進するため、バーゼル条約に基

づく特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第 108 号。以下「バーゼ

ル法」という。）を適切に施行するとともに、輸出入事業者等への法規制に関する周知徹底を図

っている。表－２にバーゼル法に基づく取組を示す。 
今後は、引き続きバーゼル条約に基づくバーゼル法の適切な施行や周知徹底を行う。 
 

                         
8
 ＰＣＮ：Polychlorinated naphthalene（ポリ塩化ナフタレン） 
9
 ＰＣＰ：Pentachlorophenol（ペンタクロロフェノール） 
10
 ＤＢＤＥ：Decabromodiphenyl ether（デカブロモジフェニルエーテル） 
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表－２ バーゼル法に基づく取組 
取組 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

バーゼル法に基づく輸入承認件数 91 件 103 件 125 件 
バーゼル法に基づく輸出承認件数 55 件 72 件 79 件 

事前相談件数（環境省・経済産業省合計） 51,245 件 51,382 件 52,414 件 
バーゼル法等説明会開催箇所 全国９か所 全国 11 か所 全国９か所 

※バーゼル法に基づく輸出入承認件数は暦年（１月～12 月）で集計 

 
【家電リサイクル法及び自動車リサイクル法並びに廃棄物処理法の広域認定制度等による拡大生

産者責任の徹底や製品製造段階からの環境配慮設計の更なる推進】（経済産業省、環境省） 
特定家庭用機器再商品化法（平成 10 年法律第 97 号。以下「家電リサイクル法」という。）及

び使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87 号。以下「自動車リサイクル

法」という。）において、製造業者等に対し、各法律の対象品目について再資源化等の義務付

けを行い、また廃棄物処理法の広域認定制度により、再資源化等を容易にするような設計等を

求めている。 
○ 家電リサイクル法に関連する取組 

拡大生産者責任に基づく特定家庭用機器の製造業者等による引取り･再商品化の義務が、

化学物質管理の観点も含めた製品製造段階からの環境配慮設計の推進に寄与している。例

えば、分別作業の効率アップを目的として、プラスチック部品への難燃剤含有の表示等が

推進されている。また、環境省では、特定家庭用機器が使用済みとなった後への影響を把

握するため、平成 23 年度に、当該機器中の化学物質の含有量等について調査を行っており、

今後も定期的に調査することとしている。 
 

○ 自動車リサイクル法に関連する取組 
拡大生産者責任に基づく特定再資源化等物品（自動車破砕残さ及び指定回収物品並びに

フロン類をいう。）の自動車製造業者等による引取り･再資源化の義務を通じて、化学物質

管理の観点も含めた製品製造段階からの環境配慮設計の推進を求めている。 
有害物質の削減については、自動車製造業者等による自主的な取組が進み、鉛の使用量

を１台当たり平均 100g 前後まで削減する等の効果を上げている。ほか、車両構造の設計

段階において解体時における部品の取外しを考慮するといった取組も行われている。 
経済産業省及び環境省では、毎年度、自動車製造事業者等に対し、産業構造審議会と中

央環境審議会の合同会議において化学物質の削減に関する自主取組の進捗状況を報告する

よう求めている。また、環境省では自動車が使用済みとなった後への影響を把握するため、

平成 22 年度、平成 24 年度、平成 26 年度に自動車破砕残さ中の化学物質の含有量等につ

いて調査を行っており、今後も定期的に調査することとしている。 
また、環境省では、平成 24 年度に環境配慮設計に関する情報を含めた自動車製造業者等

による環境に関する取組を整理し、公表した。 
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○ 廃棄物処理法 
廃棄物処理法に基づく広域認定制度は、拡大生産者責任に則り、製造事業者等自身が自

社の製品の再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するととも

に、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進めることにつながり、拡大生産者責任の

徹底や製品製造段階からの環境配慮設計の更なる推進に寄与している。同制度は、平成 15
年に創設された廃棄物処理法の特例制度であり、平成 22 年の法改正で、環境大臣への立入

権限の付与や変更手続規定の法律への格上げなどの一部規制の強化を図りつつ、申請に基

づき厳正に審査し認定を付与しているところ。広域認定状況は以下の通り（平成 26 年３月

末現在）。 
・ 一般廃棄物広域認定実績 95 件 
・ 産業廃棄物広域認定実績 247 件 
今後は、引き続き上記施策を実施するとともに、家電リサイクル法及び自動車リサイクル

法並びに廃棄物処理法に基づく広域認定制度を適正に施行する。 
 

ｃ）過去に製造された有害化学物質や汚染土壌・底質等の負の遺産への対応 

   
現状 
   

過去に製造された有害化学物質や、汚染された土壌等の負の遺産への対応については、ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号。以下「ＰＣＢ

廃棄物特別措置法」という。）、土壌汚染対策法等により適正な処理等の対応が進められている。 
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の製造・輸入・使用が事実上禁止の後、長期にわたり保管されて

きたＰＣＢ廃棄物については、平成13年６月に制定されたＰＣＢ廃棄物特別措置法により、中間

貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）による拠点的な処理施設整備の推進

やＰＣＢ廃棄物処理基金の創設など、その適切な処理体制の構築が図られている。ＪＥＳＣＯにお

けるＰＣＢ廃棄物処理の進捗状況を図－13に示す。 
ＪＥＳＣＯにおける、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるＰＣＢ廃棄物の処理は、

作業者に係る安全対策等、処理開始後に明らかとなった課題への対応等により、当初予定していた

平成 28 年３月までの当該処理に係る事業の完了が困難な状況となっている。 
また、ＰＣＢ廃棄物特別措置法施行後の平成 14 年、ＰＣＢを使用していないとされるトランス

やコンデンサから微量のポリ塩化ビフェニルが検出されるものがあることが判明し、平成 22 年か

ら廃棄物処理法に基づく処理が始まった。 
これらを踏まえ、平成 24 年 12 月にＰＣＢ廃棄物特別措置法に係るＰＣＢ廃棄物の処理期限を

平成 39 年３月 31 日まで延長し、これを実現するため、ＰＣＢ廃棄物処理基本計画を変更し、平

成 26 年６月６日に告示した。 
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図－13 ＰＣＢ処理に係る年度別処理実績 
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出典）中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

（http://www.jesconet.co.jp/business/result/pdf/H16-25result.pdf） 

 
汚染された農用地の土壌への対応としては、農用地土壌汚染対策計画に基づき対策を実施してい

る。指定された対策地域における農用地土壌汚染対策の進捗状況を、図－14 に示す。平成 25 年度

末において、対策事業完了面積は 6,962ha、対策進捗率は 91.7％となっている。 
 

図－14 農用地土壌汚染対策の進捗状況 

 

出典）環境省「農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要」 

（http://www.env.go.jp/water/dojo/nouyo/index.html） 
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取組状況 
   

＜負の遺産への対応に関する取組＞ 
【土壌汚染対策法における取組】（環境省） 

土壌汚染対策法の施行状況調査を行い、土壌汚染対策法の施行状況及び都道府県、法第 64 条

に基づき政令で定める市が把握している特定有害物質による土壌汚染事例を把握し、整理する

ことにより、土壌汚染調査・対策の現状について実態を把握・公表するとともに、今後の土壌

汚染対策の推進に資する資料として取りまとめている。土壌汚染対策法施行状況調査結果の概

要は表－３のとおり。 
 

表－３ 土壌汚染対策法の施行状況調査結果の概要 
取組 平成 25年度調査 

（平成 24年度実績） 

平成 26年度調査 

（平成 25年度実績） 

有害物質使用特定施設の使用廃止件数 1,233件 1,080件 

土壌汚染状況調査の結果報告件数 243件 240件 

調査義務の一時的免除件数 970件 628件 

形質変更時の届出件数 9,949件 10,848件 

特定有害物質による汚染のおそれのある

土地の調査命令の発出件数 

126件 142件 

土壌汚染状況調査の結果報告件数 143件 150件 

注 全国の 47 都道府県及び 110(109)政令市の土壌汚染担当部局を対象 

出典）環境省「土壌汚染対策法施行状況調査」 

 
この結果を踏まえ、土壌汚染調査・対策手法等検討業務を通じて、土壌の汚染状態の調査方

法や汚染の除去等の対策方法に係る課題の抽出や改善策の検討を行っている。また、汚染土壌

の処理等に関する検討調査業務を通じて、汚染土壌の運搬、管理の適正化を図り、汚染土壌の

適正処理を推進している。 
○ 土壌汚染調査・対策手法等検討業務を通じて、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に

関するガイドライン（改訂第二版）を平成 24 年に作成。 
○ 汚染土壌の運搬や処理業に関するガイドラインを作成し、汚染土壌の処理の適正化を推

進。 
○ 形質変更時要届出区域のうち土地の形質の変更の施工方法の緩和が認められる自然由来

特例区域等の制度や、自然由来の汚染のおそれがあると認められる土地における調査の特

例の制度を定めた施行規則改正を平成 23 年７月に行った。 
また、土壌汚染対策法の趣旨の一つは、汚染された土壌を適切に管理していくことであり、

このため、平成 21 年の改正において、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確

化を図ったところである。具体的には、都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染状態

が基準に適合しない土地について、当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じて、

要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定するとともに、前者については、当該土地の所有
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者等に対し、健康被害の防止のための措置を講ずべきことを指示することとし、後者について

は、汚染の除去等の措置は不要としている。要措置区域における指示措置は、土壌や地下水の

汚染の状況等に基づき決定される。具体的には地下水の水質の測定、原位置封じ込め、土壌の

汚染の除去（掘削除去及び原位置浄化）等があり、必ずしも掘削除去を行わなければいけない

わけではない。 
しかしながら、これまでの施行状況調査では、指示措置とは別の同等以上の措置（主に掘削

除去）が多数行われており、また、汚染の除去等の措置が不要である形質変更時要届出区域に

ついても多くの区域で汚染の除去等の措置が行われているという結果となっている。 
今後も、土壌汚染対策法の施行状況及び都道府県、法第 64 条に基づき政令で定める市が把握

している土壌汚染事例を把握し、整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状について実

態把握を行う。 
この結果等を踏まえ必要に応じて自然由来汚染土壌に係る課題を含む、土壌汚染調査・対策

手法、汚染土壌の適正な運搬・処理方法について検討する。 
 

【ＰＣＢ特別措置法の取組推進】（環境省） 
処理期限よりも一日も早くＰＣＢ廃棄物の処理を完了させるべく、都道府県市に届出されて

いない機器の掘り起こし等に係る取組を推進している。加えて使用中のＰＣＢ含有機器につい

ても確実に処理を完了することができるよう環境省、ＪＥＳＣＯ、都道府県市、経済産業省、

事業者団体等の関係機関が連携して取組を推進している。 
また、微量ＰＣＢ廃棄物についても、新たな処理期限（平成 39 年３月）までの確実な処理に

向けた技術的検討を行っている。 
なお、ＰＣＢ廃棄物の処理進捗状況は表－４のとおり。 
 

表－４ ＰＣＢ廃棄物（高圧トランス等）全体累積処理台数 
取組 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

ＰＣＢ廃棄物（高圧トランス等） 

全体累積処理台数 
120,385台 156,202台 194,304台 228,124台 

進捗率 36.5％ 47.4％ 56.0％ 66.0％ 

注１ 平成 22～24年度は平成 28年度での目標値（329,500台）を元に算出。 

注２ 平成 25年度は平成 37年度での目標値（347,000台）を元に算出。 

 
【農用地土壌汚染防止法における取組】（農林水産省、環境省） 

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45 年法律第 139 号。以下「農用地土壌汚染防

止法」という。）に基づき、常時監視により汚染が発見された地域を都道府県知事が農用地土壌

汚染対策地域として指定することができる。指定した際には、当該対策地域について対策計画

を策定した上で土壌汚染対策を実施している。 
○ 平成 24 年度 

・ 指定要件に係る基準値以上の特定有害物質が検出された、又は検出されるおそれが著

しい地域（以下「基準値以上検出等地域」という。）の累積面積が 7,592ha（平成 24 年

度末現在）。 
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・ このうち、対策地域の指定がなされた地域の累積面積は 6,577ha。 
・ 対策事業等が完了している地域は 6,906ha で、基準値以上検出等地域の面積の 91.0％。 

○ 平成 25 年度 
・ 基準値以上検出等地域の累積面積が 7,592ha（平成 25 年度末現在）。 
・ このうち、対策地域の指定がなされた地域の累積面積は 6,577ha。 
・ 対策事業等が完了している地域は 6,962 haで、基準値以上検出等地域の面積の91.7％。 

今後は、引き続き特定有害物質及びその他の物質に関する知見の充実に努めるとともに、農

村地域防災減災事業等による客土等の土壌汚染対策の取組を進める。 
 

【埋設農薬処理の進行管理】（農林水産省） 
埋設農薬を計画的かつ着実に処理するため、都道府県等の要望に応じ、埋設農薬についての

処理計画策定や環境調査、周辺環境への悪影響の防止措置の取組を支援している。 
平成 18 年度から、都道府県における埋設農薬の取組を「消費・安全対策交付金」により支援。 
・ 消費･安全対策交付金（埋設農薬処理の進行管理）により、平成 24 年度は全国 63 ヶ所、

平成 25 年度は全国 61 ヶ所の取組みに対する支援を行った。 
・ 平成 26 年度については、全国 71 ヶ所の取組みに対する支援を行った。 

都道府県における埋設農薬の管理・処理が円滑に進むよう、埋設農薬の処理計画の策定及び

進行管理に対する支援や、埋設農薬が適切に処理されたことを確認するため、掘削・回収の事

前及び事後等に行う環境調査に対する取組を、同交付金により今後も継続し支援する予定。 
 

ｄ）事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置 

   
現状 
 

事故等により化学物質が環境中へ排出された場合は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づ

き施設の設置者に応急措置の実施や都道府県への通報・届け出等を義務づけている。環境省では、

平成21年に「自治体環境部局における化学物質に係る事故対応マニュアル策定の手引き」を策定

し、各自治体による事故対応マニュアルの策定等を支援している。 
 
取組状況 
   

＜事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置＞ 
【事故等により化学物質が大気環境中へ排出された場合の措置】（環境省） 

大気汚染防止法第 17 条により、ばい煙発生施設を設置している事業者等及び都道府県知事に

は事故時の措置が規定されている。事故等により化学物質が大気環境中へ排出された場合には、

人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることがないよう地方自治体と連携の上、適正に対応

する。 
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【水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の届出】（環境省） 
工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制する

ことによって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護し、生活

環境を保全することを目的とする。 
特定事業場等の設置者は、特定施設等の破損その他の事故の発生により、有害物質等を含む

水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害

を生ずるおそれがあるとき、直ちに応急の措置を講じ、事故の状況及び講じた措置の概要を都

道府県知事に届け出なければならない。 
また、特定事業場等の設置者が応急の措置を講じていないと認めるとき、都道府県知事は応

急の措置を講ずることを命ずることができる。 
さらに、指定施設の破損その他の事故の発生により、有害物質又は指定物質を含む水の公共

用水域への排出、又は地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが

あるときについても、事故時の措置の届出の対象と規定する見直しを行った。 
指定物質として、現在 56 物質を定めている。 
 
○ 平成 25 年度における水質汚濁防止法施行状況調査の結果は以下のとおり。 

・ 事故時の届出 565 件 
・ 措置命令 0 件 

今後は、水環境の保全のために事故を発生させた事業者に対して、都道府県による適正な指

導を実施していくことが必要である。 
 

＜爆発や中毒等の労働事故防止＞ 
【労働安全衛生法における取組】（厚生労働省） 

（P.29 の再掲のため、内容は省略） 
 
＜その他の取組＞ 
【水環境の危機管理・リスク管理推進事業】（環境省） 

平成24年５月に発生した利根川水系における取水障害により、公共用水域に排出された化学

物質が浄水過程等で別の化学物質に変化し、水環境の管理における大きなリスクとなりうるこ

とがわかった。 
水環境の安全・安心を確保するためには、従来の有害物質だけでなく、浄水過程等で別の有

害な化学物質に変化しうる物質についても、平常時に水質事故を未然に防止するための適切な

リスク管理がなされ、水質事故時には迅速な原因究明により被害拡大防止を図ることができる

ようにしておくことが必要である。 
平成25年度は、一般環境中の存在状況を把握するため、全国の河川水を対象にヘキサメチレ

ンテトラミン、ホルムアルデヒド、過塩素酸をそれぞれ47箇所で、N,N-ジメチルアニリンを94
箇所で検体分析した。排出実態調査として、ＰＲＴＲ届出情報に基づきヘキサメチレンテトラ

ミンの公共用水域への排出量が多い、又は取扱量が多い事業場５事業場について１事業場あた

り排水処理前、処理後の２箇所について検体分析を行った。 
平成26年度は、平成25年度の存在状況調査及び排出実態調査の結果をふまえ、他の環境中に
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リスクを与える物質についても調査を行い、水質事故時には迅速な原因究明等のリスク管理方

法について検討を行った。 
 
【油等汚染対策国内対応事業】（環境省） 

「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画(平成 18 年 12 月閣議決定)」に
基づき作成されている脆弱沿岸海域図については、油や危険物質及び有害物質の流出事故が発生

した際、関係機関等に対して情報提供を行うため、その基礎となる地形データ及び動植物の分布

等に関するデータを常に最新データに更新していく必要がある。また、有害危険物質流出事故に

対応した脆弱沿岸海域図（ＨＮＳ－ＥＳＩマップ）の有害危険物質データベースについても、国

際バルクケミカルコード（ＩＢＣコード）11等の追加・変更を踏まえて更新を行う必要がある。 
上記を踏まえ、最新のデータ及び影響評価手法に基づき脆弱沿岸海域図の更新を実施するとと

もに、本情報をホームページに掲載等することで、より広く一般に周知している。 
今後は、引き続き最新のデータ及び影響評価手法に基づき脆弱沿岸海域図の更新を実施すると

ともに、本情報をホームページに掲載等することで、より広く情報提供を行う。 
 

                         
11
 International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk: 国際海

事機関（ＩＭＯ）に登録され、ばら積み国際海上輸送が可能となった有害液体物質である製品の一覧、登録された製品毎

に輸送する船舶の運送要件、設備・構造及び汚染分類等の要件並びに登録された製品の汚染分類や輸送要件等に係る評

価基準が記載されている。 



 

45 

重点検討項目③：未解明の問題への対応 

 
（１）取り組むべき課題の基本的方向 

 
未解明の問題については、リスクをより的確に評価するための新たな手法の開発を引き続き実施する

とともに、国民の健康や環境を守るとの観点から予防的取組方法の考え方に立って適切に対応を進める

ことが重要である。特に、子供や妊婦等の脆弱な集団や感受性の高い集団への化学物質の暴露による影

響等や、化学物質の内分泌かく乱作用や複数の化学物質が同時に人や環境に作用する場合の影響等のリ

スクの実態に関する科学的な知見が十分ではない課題について、リスク評価のための取組を加速化する

必要がある。 
 
（２）現状と取組状況 

 
国は、化学物質の製造から廃棄に至るライフサイクル全体を通じて、様々な対策手法を組み合わせ

た包括的な化学物質対策の推進により、未解明の問題を含めた化学物質の環境リスクの低減を図るこ

ととされている。 
上記を踏まえ、国においては、化学物質の内分泌かく乱作用やナノ材料のもつリスクの評価手法の

確立のための取組、子どもの健康と環境に関する調査（子どもの健康と環境に関する全国調査（エコ

チル調査）等）の調査研究を進めている。また、これらの関連研究も含め、厚生労働科学研究、環境

研究総合推進費等により新たな課題に関する調査・研究も進めている。 
また、予防的取組方法に基づく取組を推進するため上記調査研究状況に関する情報を必要に適時公

開するとともに、ナノ材料に係る各種ガイドライン等の必要な対応について示すことにより、関係す

る各主体による予防的な取組の実施を促している。 
 
現状 
 

国民の安全・安心の確保のためには、予防的な視点から、未解明の問題に対応していくことが必

要である。このため、化学物質の内分泌かく乱作用の評価手法の確立や、ナノ材料（ナノマテリア

ル）に係る各種ガイドラインの策定と評価手法の確立のための取組、子どもの健康と環境に関する

全国調査（エコチル調査）などを進めている。 
また、化学物質に対する国民の不安に対処するため、未解明の問題への対応状況等に関する情報

を含め、化学物質の環境リスクに関する情報を分かりやすく提供し、リスクコミュニケーションの

一層の推進を図っている。 
化学物質の内分泌かく乱作用については、科学的なリスク評価を最終的な目標としたプログラム

として、平成10年（1998年）よりＳＰＥＥＤ’98、平成17年（2005年）よりＥＸＴＥＮＤ2005、
平成22年（2010年）よりＥＸＴＥＮＤ2010をそれぞれ実施中している。内分泌かく乱作用の可能

性が指摘されている候補物質におけるリスク評価に向けた検討状況を表－５に示す。信頼性評価を

実施した物質数は、平成26年時点で計92物質であり、その内45物質について第１段階試験管内試

験を、９物質について第１段階生物試験をそれぞれ実施している。これまで、本事業では開発した
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いくつかの試験法（ＯＥＣＤ ＴＧ229魚類短期繁殖試験におけるメダカの試験法、ＯＥＣＤ ＴＧ

230魚類21日間スクリーニング試験など）がＯＥＣＤテストガイドラインに採用されるといった成

果を上げている。その試験法を元に、これまで９物質について内分泌系に対する影響の有無を確認

するための第１段階生物試験を実施しており、リスク評価に向けた知見が収集されつつある。第２

段階生物試験については、平成26年に日米が共同でＯＥＣＤへ提出した試験法が平成27年度中に

公開される見込みであることから、今後、毒性についての最終的な評価の完了に向けて試験を実施

していく。 
 

表－５ 内分泌かく乱作用に関する信頼性評価等が実施された物質数の推移 
区分 ＥXＴＥＮＤ2005 ＥXＴＥＮＤ2010  

年度 08(H20) 09(H21) 10(H22) 11(H23) 12(H24) 13(H25) 14(H26) 合計 

信頼性評価

（注１） 

選定 12 15 13 23 22 22 7 114 

実施 10 17 13 8 23 8 13 92 

 試験対象となり

得る物質  

 

7 
 

 

11 
 

 

7 
 

 

5 
 

 

13 
 

 
8 

 
12 

 

 
63 

試験対象としな

い物質 
3 6 6 3 10 0 1  29 

第１段階 （注２） 

試験管内試験

（注３） 

選定 － － 6 11 13 5 10 45 

実施 
－ － 6 11 12 6 5 40 

第１段階 

生物試験 （注４） 

選定 － － － 10 4 － 4 18 

実施 － － － 3 3 － 3 9 

第１段階評価 実施 － － － － － － － － 

第２段階 （注５） 

生物試験 

実施 
－ － － － － － 

－ 
－ 

有害性評価 実施 － － － － － － － － 

 

注１ 環境中から検出された化学物質について文献調査で得られた知見の信頼性を評価し、何を試験対象とするかを検討

する。 

注２ 内分泌系に対する作用の有無を確認する段階 

注３ 試験管内で内分泌系に対して反応しうるかどうかを確認する試験 

注４ 実際の生物として内分泌系に対して影響があるかどうかを確認する試験 

注５ 有害性の有無を確認する段階 

出典）「平成 27年度 第１回 ＥＸＴＥＮＤ2010作用・影響評価検討部会 資料２-５ 生態影響評価のための第１段階試

験に係るこれまでの検討状況と平成 27年度の予定について」（環境省、2015.7.29.）一部修正 
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取組状況 
 

＜疫学研究の実施＞ 
【子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）】（環境省） 

近年、環境中の化学物質が子どもの心身の健康に与える影響への懸念が広がっている。この

ため、10万組の親子を対象とした大規模かつ長期のコホート調査「子どもの健康と環境に関す

る全国調査」（以下「エコチル調査」という。）を実施し、子どもの健康に影響を与える環境要

因を明らかにすることにより、適切なリスク管理体制を構築し、安心・安全な子育て環境の実

現と少子化対策への貢献に繋げる。 
平成23年１月からは、エコチル調査の参加者募集（リクルート）を、全国15ヶ所のユニット

センターによっておこない、平成26年３月末に、目標参加登録者数である10万人に到達し、リ

クルートを終了した。平成26年度から、生まれてきた子どもに対する追跡調査を本格化すると

ともに、生体試料の化学分析を実施した。また、本調査では追跡調査に加え、詳細調査（全国

調査10万人の中から抽出された５千人程度を対象として実施）を実施しており、平成26年度か

ら環境試料の採取を実施した。平成27年度から、これらに加え、医師による健康調査・生体試

料採取、精神発達調査を開始している。 
本施策では、同様の大規模調査を実施している欧州諸国などと調査に関する国際連携・協力

を進めるため、大規模出生コホート調査に関する国際作業グループの会合に参加している。 
当該施策は、平成22年度より参加者の募集を開始し、目標参加者登録者数である10万人に到

達した。 
今後は、追跡調査及び詳細調査を本格化するとともに、生体試料の化学分析を実施し、その

時点までに示すことができる結果を随時公表することとしている。また、国際協力についても

引き続き実施することとしている。 
 
＜評価技術・手法の検討＞ 
【内分泌かく乱作用のリスク評価手法の検討】（厚生労働省、経済産業省、環境省）12 
○ ヒトへの健康影響の評価手法の確立 

化学物質のヒト健康への内分泌かく乱作用については、国内外の内分泌かく乱作用に関す

る試験法について調査すると共に、評価手法の開発をおこなっている。化学物質の新規安全

性評価手法の一つであるホルモン活性の懸念される化学物質を効率的にスクリーニングする

方法（女性ホルモン受容体（ＥＲ）あるいは男性ホルモン受容体（ＡＲ）を標的とする結合

試験及びレポーター遺伝子アッセイ手法）のＯＥＣＤテストガイドライン化に必要な対応を

実施する。 
・ 平成24年度は、開発した試験法を複数機関で検証するための準備として、他機関への

技術支援を行った。 
・ 平成25年度は、ＯＥＣＤ専門家会議の指摘に対応するための追加試験を実施した。 

                         
12
 ここに記載の取組は SAICM/ICCM で議論されている新規政策課題（EPI）の、内分泌かく乱化学物質

（endocrine-disrupting chemicals）の課題に関連している。 
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・ 平成26年度は、女性ホルモン受容体結合試験及び女性ホルモン受容体レポーター遺伝

子アッセイ（アンタゴニスト系）について、追加試験結果を反映したガイドライン案を

作成した。平成27年中に公開される見込みである。 
今後は、ＯＥＣＤテストガイドライン化を目指し、検証報告書の作成とＯＥＣＤ専門家会

議への対応等、必要な対応を行っていく。 
 

○ 内分泌かく乱作用の評価手法の確立と評価の実施  
内分泌かく乱作用については、「第４次環境基本計画」（平成24年４月閣議決定）におい

て、「化学物質の内分泌かく乱作用については、ＯＥＣＤの取組に積極的に参加しつつ、評

価手法の確立と評価の実施を加速化して進めるとともに、必要な調査研究及び国民への情報

提供を実施する。」とされており、評価手法の確立等が求められているところ。 
厚生労働科学研究費等により、内分泌かく乱作用について、作用メカニズムの解明、毒

性評価方法の確立等を目指し、研究を実施している。 
引き続き、内分泌かく乱作用について、作用メカニズムの解明、毒性評価方法の確立等

を目指し、研究を推進していく。 
 

○ 生態影響の評価手法の確立 
化学物質が環境へ及ぼす内分泌かく乱作用の影響については、1998年より評価の検討が開

始された。現在は、2010年に作られたＥＸＴＥＮＤ2010の下で、化学物質の内分泌かく乱作

用が生物に及ぼす影響を評価する枠組みを構築した上で、有害性評価を行うことを目的とし

て、これに必要となる試験法の開発、整備を進めるとともに、環境中で検出された物質につ

いて、順次知見を集め、必要に応じて試験を実施している。 
・ 平成24年度は、試験管内試験や生物試験の対象となった43の物質のうち、試験が行わ

れていない12物質を対象に評価作業を進めた。 
・ 平成25年度は、試験管内試験や生物試験の対象となった51の物質のうち、試験が行わ

れていない６物質を対象に評価作業を進めた。 
・ 平成26年度は、試験管内試験や生物試験の対象となった63の物質のうち、試験が行わ

れていない５物質を対象に評価作業を進めた。 
上記成果を含みＥＸＴＥＮＤ2010では、これまでに目標としている100物質を超過した92

物質について信頼性評価の対象として選定し、92物質について信頼性評価、40物質について

試験管内試験、９物質について生物実験を実施してきた。また、長く開発中であった長期試

験法のうち、魚類、両生類に対する試験法がＯＥＣＤで採択され、平成27年度中に公開され

る見込みとなった。今後は、未開発の試験法の開発を引き続き行うとともに、長期試験を実

施し有害性の評価を行っていく。 
 

【化学物質複合影響評価等調査費】（環境省） 
化学物質のリスク評価は、これまで個々の物質ごとに行われてきたが、実際の環境中では複

数の化学物質の同時ばく露による影響（複合影響）について考慮する必要があることから、諸

外国では一部、評価手法に係る検討が始められている。これらを踏まえた化学物質の複合影響

に関する知見の収集及び対応策の検討を行うことを目的とする。 
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○ 平成24年度は、複合影響に関する概念整理を行うとともに、世界保健機関（ＷＨＯ）／

国際化学物質安全性計画（ＩＰＣＳ）が提案するフレームワークの生態リスク評価への適

用を検討した。アルキルフェノール類２物質を対象として、魚類に対する同時ばく露試験

を行った。 
○ 平成25年度は、化学物質の環境中の検出状況を考慮して、ＷＨＯ／ＩＰＣＳフレームワ

ークの生態リスク評価への適用可能性の検討を行うとともに、藻類に対する同時ばく露試

験を行った。欧米における検討動向に関する情報を収集しつつ、複合影響評価ガイダンス

（試案）に盛り込むべき項目を検討した。 
○ 平成26年度はＷＨＯ／ＩＰＣＳフレームワークの生態リスク評価への適用可能性の検討

のためのケーススタディを行ったほか、健康リスク評価における複合影響評価に関する検

討にも着手した。 
化学物質の複合影響については、欧米で関心が高まり、規制の枠組みにもとり入れられつつ

あるが、評価手法には未確立の部分が多い。今後は、複合影響評価に関する基本的な考え方を

整理するため、枠組みの構築及びガイダンスの作成を進めるとともに、複合影響評価を具体的

に進めるため、検討対象物質群ごとに作用メカニズム等の詳細な検討を実施する。 
 

【ナノ材料のリスク評価手法の検討】（厚生労働省、経済産業省、環境省）13 
○ ナノ材料の有害性調査等 

ナノ材料については、様々な製品への利用が拡大しているものの、人の健康への影響を

評価するための必要十分なデータが得られる状況には至っていない。また、国際的にも、

ナノ材料の安全性評価が課題と認識されており、ＯＥＣＤ において代表的ナノ材料の有害

性情報等を収集するプログラムが国際協力の下進められていること等から、国際貢献を念

頭に置きつつ、以下の取組を実施している。 
・ 産業現場で使用されるナノ材料の有害性調査のため、吸入による長期がん原性試験

を実施しており、複層カーボンナノチューブ（１種類）については平成 26 年度末で

試験が終了した。 
・ 産業利用を目的として意図的に生成、製造されるナノ材料及びナノマテリアル利用

製品について、有害性評価手法を開発し、ナノ材料の有害性情報等の集積に資する研

究を実施している。 
今後は、長期がん原性試験の結果に応じて、労働現場における健康障害防止対策を検討

していくとともに、有害性評価手法の開発については、ナノ材料の安全性の観点からの社

会的な受容に根ざした開発を推進するために、毒性発現のメカニズムの解明と並行した安

全性試験手法の開発を引き続き推進する。 
 

○ ナノ材料のリスク評価手法の確立と評価 
ナノ材料は、同一の物質であっても粒子の大きさや形状が異なる多種多様な材料が存在し

                         
13 ここに記載の取組は SAICM/ICCM で議論されている新規政策課題（EPI）のナノテクノロジーとナノ材

料（nanotechnologies and manufactured nanomaterials）の課題に関連している。 
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ており、それらの材料毎に有害性が異なると見られていることから、ナノ材料の安全性評価

手法体系の開発を実施している。具体的には、ナノ材料有害性の同等性に関する判断基準の

確立、初期有害性情報を得るための低コスト・簡便な気管内投与試験法の確立を目指す。 
・ 平成 24 年度は、既存情報の豊富なナノ材料で同等性判断基準、初期有害性評価技術に

関する試験を実施した。 
・ 平成 25 年度は、効率的な安全性評価手法の暫定案をとりまとめた。 
・ 平成 26 年度は、同等性判断基準、初期有害性評価技術に関する試験を、物理化学性状

が異なるナノ材料を用いて実施した。 
 

○ ナノ材料の環境影響未然防止方策検討事業 
ナノ材料は急速な技術開発により、環境中への排出量が増加すると見込まれており、諸外

国でも健康や環境に対する悪影響に強い関心をもって検討が行われている。そういった状況

を踏まえて、環境中へのナノ材料の排出によるリスク評価を行うことを目的としている。 
・ 平成 24 年度は、ナノ材料へのばく露経路を特定し、一般大気環境中での挙動の測定手

法の確立に向けた実証実験実施計画を策定した。また、ナノ材料の水生環境有害性に関

する文献調査・収集を実施した。 
・ 平成 25 年度は、ナノ材料の一般大気環境中での挙動の測定手法確立のため実証試験を

実施し、測定手法の検証を行った。また、ナノ材料の水生環境有害性に関する文献の調

査・収集、及び信頼性評価を実施した。 
・ 平成 26 年度は、平成 25 年度に引き続き、ナノ材料の一般大気環境中での挙動の測定

手法確立のため実証試験を実施し、測定手法の検証を行った。また、ナノ材料の水生環

境有害性に関する文献の調査・収集、及び信頼性評価を実施するとともに、カーボンナ

ノチューブの環境中挙動の測定手法を検討するために必要な知見の収集を行った。 
本調査の実施を通じて、環境行政として注目すべき、ナノ材料の環境中挙動及び生態毒性

に関する知見が整理され、環境行政としての対応の必要性に関する判断材料が得られること

が期待される。今後は、水中の存在形態や毒性を把握するための試験法は、ＯＥＣＤにおい

て検討が開始されたことから、その成果の活用を図るとともに、環境中への排出を抑制方策

も含め、引き続き環境中ナノ材料による環境影響等について検討する。 
 

【環境中の微量な化学物質による影響の評価】（環境省） 
環境中の微量な化学物質による健康影響については、多様な症状の誘発や増悪を訴える患者

があるものの、その病態や発症メカニズムについては不明な点が多いことから、それらの解明を

行うことを目的とする。 
○ 平成24年度は、病態生理学、心身医学的解析や遺伝子解析のための診療データの収集、

整理を実施した。 
○ 平成25年度は、健康影響評価のための診療データの収集、整理及び客観的診断方法の検

討を実施した。 
○ 平成26年度は、引き続き症状を訴える患者の状態を把握するために必要な診療データの

収集、整理を実施した。 
微量な化学物質の影響については、病態生理学、心身医学など様々な観点から検討が行われ
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ており、一部については化学物質や特に「におい」との関係性が疑われる結果がでてきている。 
 

【殺虫剤等に関する使用実態等調査】（環境省） 
殺虫剤、殺菌剤、除草剤等の生物の防除に用いられる薬剤のうち、一部の製品については農

薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法

律第145号。以下「薬機法」という。）（旧薬事法）等の取り締まり対象外となっており、含まれ

る成分等に関して規制されていない。これらの薬剤については、製造・販売量、使用量及び使用

に伴う環境への放出量等について、十分な情報が得られていないことから、特に環境中への飛散

のおそれが高い方法で使用されるものについて、製造・使用実態等に関する調査を行っている。 
○  平成25年度は、生活害虫防除剤等製造業者及び販売業者を対象とし、殺虫剤等の出荷

量・使用実態の把握、防除業者の実態把握、及び業界団体等における自主管理ルール等

について調査した。 
○  平成26年度は、平成25年度の調査によって得られた情報を整理し、製品の剤型、防除

の対象とする生物種及びその製品に含まれる主な成分に関する品目リストを作成すると

ともに、これらの殺虫剤等について消費者製品としての表示の状況等についても調査し

た。 
今後は、引き続き殺虫剤等の製造・使用実態や殺虫剤等の消費量や物質ごとの表示の状況等に

ついて更なる調査を実施する。 
 

【水環境中で検出される医薬品等（ＰＰＣＰｓ）による生態系への影響把握検討】（環境省） 
環境中に排出された医薬品については、ＩＣＣＭ４に向けて新規政策課題(ＥＰＩ)への登録が

提案されるなど、国際的に注目を集めている。環境省では、医薬品を含む環境中のＰＰＣＰｓ

（Pharmaceutical and Personal Care Products）について、その環境中の存在実態が必ずしも

明らかとなっていないこと等から、既存の知見を収集整理し、そのうち一部の物質を対象として

環境調査を進めている。今後は、上記の結果を踏まえて、必要に応じて生態影響に関するリスク

評価を行うこととしている。 
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重点検討項目④：安全・安心の一層の推進 

 

（１）取り組むべき課題の基本的方向 

 
化学物質の安全性に対する国民の不安に対処するため、今後は、未解明の問題への対応状況等に関

する情報を含め、化学物質のリスクに関する情報をわかりやすく提供しつつ、リスクコミュニケーシ

ョンを一層推進し、国民の理解を高めていく必要がある。 
また、化学物質の有害性情報について、サプライチェーンの労働者や最終消費者まで適切に伝達・

提供するため、労働者保護、消費者保護、環境保護の観点を含めた統一的なＧＨＳ 表示や成型品を

含めた情報提供の進め方等の検討が求められている。 
 

（２）現状と取組状況 

 
上記課題に対応し、国民の安全・安心の確保にむけ、その基盤となる各種の環境モニタリングを実

施・結果の公表を行うとともに、科学的なリスク情報等に基づくリスクコミュニケーションを推進し

ている。また、製品に含まれる化学物質に関する情報の伝達のための取組を進めている。このような

観点から、以下のａ）～ｃ）の項目について、関係行政機関の取組状況を確認した。 
ａ）安全・安心の基盤としての各種のモニタリング等の実施 
ｂ）リスクコミュニケーションの一層の推進 
ｃ）製品中の化学物質に関する取組の実施 

 

ａ）安全・安心の基盤としての各種のモニタリング等の実施 

 
現状 
 

国は安全・安心の基盤としての各種モニタリング等に関する取組として、化学物質環境実態調査、

有害大気汚染物質モニタリング調査、公共用水域及び地下水の水質測定、農薬残留対策総合調査等、

各種の調査・モニタリング等を実施してきている。化学物質環境実態調査のモニタリング物質数の

推移を表－６に示す。 
また、化学物質排出把握管理促進法に基づき、対象事業者から届出される排出量以外の環境への

排出量（以下「届出外排出量」という。）を推計、公表している。この届出外排出量で推計対象と

する排出源の推移を表－７に示す。 
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表－６ 化学物質環境実態調査の調査実施物質数の推移 
年 度 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H 元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

媒 
 

 

体 

水 質 33 42 76 90 56 39 57 81 38 45 79 58 97 48 49 50 48 48 42 41 46 56 

底 質 27 26 76 88 54 39 55 81 37 45 79 74 97 61 69 78 79 80 71 73 77 82 

生 物 26 26 44 9 29 31 41 31 40 36 40 55 56 54 62 71 84 76 72 72 80 61 

大 気 0 0 2 2 0 11 15 0 0 17 3 6 15 14 18 20 22 22 15 26 23 24 

食 事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 6 8 6 

その他（注１） 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 6 6 

   計（注２） 33 42 78 92 77 73 108 110 67 96 116 115 128 79 87 96 101 107 100 102 102 107 

  新規物質数（注３） 33 34 77 79 54 32 54 74 29 42 66 57 47 30 15 16 12 3 16 19 8 15 

（うち継続的調査） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14 1 14 0 3 4 1 1 0 1 0 

各年度調査物質数累計 33 67 144 223 277 309 363 437 466 508 574 631 678 708 723 739 751 754 770 789 797 812 
 

年 度 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 
媒体別調査物 
質数累計（注４） 

媒 
 

 

体 

水 質 61 37 48 30 41 47 63 70 70 156 122 110 110 86 80 83 80 59 1,095 (2,572) 

底 質 91 68 56 58 68 66 62 66 63 86 134 81 96 79 70 75 59 38 1,026 (2,764) 

生 物 67 44 29 48 52 46 66 62 59 76 98 67 89 67 69 66 63 46 473 (2,210) 

大 気 27 15 36 32 49 49 41 63 72 53 87 70 98 84 69 69 70 50 455 (1,239) 

食 事 6 6 6 6 1 1 9 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 27   (80) 

その他（注１） 6 6 6 6 6 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26   (92) 

   計（注２） 116 85 101 95 99 98 80 93 91 171 252 128 141 110 101 93 96 74 
  

1,250 
（注５） 

(4,040) 

  新規物質数（注３） 6 7 16 7 37 16 20 20 13 50 136 27 16 25 14 9 5 14   

（うち継続的調査） 0 0 8 0 20 0 0 4 0 0 15 0 0 8 2 5 0 0   

各年度調査物質数累計 818 825 841 848 885 901 921 941 954 1,004 1,140 1,167 1,183 1,208 1,222 1,231 1,236 1,250   
（注１） 「その他」の媒体は、「雨水」及び「室内空気」である。 
（注２） 各年度の調査対象物質数は当該年度に調査した物質数であり、複数の媒体にわたって調査しているものもある

ので、各年度の計は各媒体欄の数字の単純合計と一致しない。 
（注３） 「新規物質数」とは「計」の欄に記した物質数のうち当該年度に初めて調査対象とした物質数である。 
（注４） 媒体別調査物質数累計は当該媒体について調査した物質数の累計であり、複数の年度にわたって調査している

ものもあるので、各年度欄の数字の単純合計と一致しない。単純合計は（ ）内に記した。 
（注５） 「1,250」は昭和 49 年度から平成 25 年度に調査した物質の総数であり、複数の媒体及び年度にわたって調査

しているものもあるので、各欄の数字の単純合計と一致しない。単純合計は（ ）内に記した。 
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表－７ 届出外排出量において推計対象とされた排出源の推移 

排出源名 排出年度 

 （年度） H13 H14 H15～H18 H19～H21 H22～H25 

すそ切り以下事業者※ ○ ○ ○ ○ ○ 

農薬  ○ ○ ○ ○ ○ 

殺虫剤 

家庭用防虫剤  ○ ○ ○ ○ 

防疫用殺虫剤  ○ ○ ○ ○ 

不快害虫用殺虫剤  ○ ○ ○ ○ 

シロアリ防除剤   ○ ○ ○ 

接着剤  ○ ○ ○ ○ ○ 

塗料  ○ ○ ○ ○ ○ 

漁網防汚剤 ○ ○ ○ ○ ○ 

医薬品 
エチレンオキシド  ○ ○ ○  

ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○  

洗浄剤・化粧品

等 

界面活性剤 ○ ○ ○ ○ ○ 

中和剤等 ○ ○ ○ ○ ○ 

防虫剤、消臭剤 ○ ○ ○ ○ ○ 

汎用エンジン  ○ ○ ○ ○ 

たばこの煙  ○ ○ ○ ○ 

自動車 

ホットスタート ○ ○ ○ ○ ○ 

コールドスタート時の増分  ○ ○ ○ ○ 

燃料蒸発ガス   ○ ○ ○ 

サブエンジン式機器  ○ ○ ○ ○ 

二輪車 

ホットスタート ○ ○ ○ ○ ○ 

コールドスタート時の増分  ○ ○ ○ ○ 

燃料蒸発ガス   ○ ○ ○ 

特殊自動車 

建設機械 ○ ○ ○ ○ ○ 

農業機械 ○ ○ ○ ○ ○ 

産業機械 ○ ○ ○ ○ ○ 

船舶 

貨物・旅客船等 ○ ○ ○ ○ ○ 

漁船 ○ ○ ○ ○ ○ 

プレジャーボート   ○ ○ ○ 

鉄道車両 
エンジン ○ ○ ○ ○ ○ 

ブレーキ等の摩耗  ○ ○ ○ ○ 

航空機 
エンジン ○ ○ ○ ○ ○ 

補助動力装置 ○ ○ ○ ○ ○ 

水道  ○ ○ ○ ○ ○ 

オゾン層破壊物質 ○ ○ ○ ○ ○ 

ダイオキシン類 ○ ○ ○ ○ ○ 

低含有率物質 ○ ○ ○ ○ ○ 

下水処理施設    ○ ○ 

注：表中の「○」は推計を行ったことを示す。 

※「すそ切り以下事業者」とは、対象業種に属するが届出対象とならない事業所からの排出量のうち、「農業」、「水道」、

「オゾン層破壊物質」、「ダイオキシン類」、「低含有率物質」及び「下水処理施設」に含まれないものを指す。 



 

55 

取組状況 
 
＜各種モニタリングの取り組み＞ 
【化学物質環境実態調査】（環境省）（P.14 の再掲のため、内容は省略） 
 
【化学物質の人へのばく露量モニタリング調査】（環境省） 

（P.14 の再掲のため、内容は省略） 
 
【化学物質排出把握管理促進法における排出量及び移動量の把握・公表】 

（経済産業省、環境省）（P.15 の再掲のため、内容は省略） 
 
【大気環境の常時監視】（環境省）（P.16 の再掲のため、内容は省略） 
 
【水環境の常時監視】（環境省）（P.16 の再掲のため、内容は省略） 

 
【地下水質の常時監視】（環境省）（P.17 の再掲のため、内容は省略） 

   
【農薬に係るリスク評価の推進】（環境省） 

 ○モニタリングの実施（P.11 の再掲のため、内容は省略） 
 
【室内空気汚染に関する取組】（厚生労働省）（P.17 の再掲のため、内容は省略） 

 
＜ばく露状況に関するデータ整備等の取組＞ 
【ＰＲＴＲ届出データの精度向上支援】（経済産業省、環境省） 

化学物質排出把握管理促進法に基づくＰＲＴＲ制度において、事業者が化学物質の環境中へ

の排出量等を把握する際の参考とすることを目的としてＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル（以

下「算出マニュアル」という。）を整備している。 
算出マニュアルは、平成 13 年４月に初版を作成した。届出の状況や平成 20 年 11 月の化学物

質排出把握管理促進法の政令改正を踏まえて改訂を実施し、平成 23 年３月に第 4.1 版を作成し

ており、その後は関係法令の改正等を踏まえた修正を毎年度行っているところである。算出マ

ニュアルについては環境省・経済産業省のＨＰ（ホームページ）等で閲覧可能であり、環境省

ホームページでの閲覧に際しては、専用の電子版アプリケーションでも閲覧可能になっている。

また、平成 16 年度から環境省のＨＰで利用可能なＰＲＴＲ排出量等算出システムを運用してお

り、事業者の排出量等の算出を支援している。 
今後については、中央環境審議会環境保健部会の場などで専門家より事業者の排出量等の算

出方法を調査すべきとの指摘を受けているところであり、事業者の算出実態を踏まえた上で算

出方法の改善を図る必要がある。 
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【ＰＲＴＲ届出外排出量の推計方法の精度改善】（経済産業省、環境省） 
化学物質排出把握管理促進法第９条に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、届出外排出量

についても算出し、届け出られた排出量の集計結果とあわせて公表することとされている。 
この推計については平成 19年８月に公表された中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対

策小委員会及び産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会の合同会合中

間とりまとめにおいて、「届出外の排出量推計はリスク評価を実施する上でも重要であることか

ら、経年変化が把握できるようになることにも配慮しつつ、引き続き推計精度の向上に努める」

との考え方が示された。これを受けて、推計可能な排出源及び対象化学物質の範囲について検

討を行うとともに、毎年度、新たに得られた情報に基づき、排出係数などを含めた推計方法の

見直し、推計精度の向上に努めている。 
最新の知見を利用しつつ、有識者から構成される「ＰＲＴＲ非点源排出量推計方法検討会」（環

境省）及び「すそ切り以下事業者排出量推計手法検討会」（経済産業省）において推計方法の見

直しと推計精度の向上に向けて検討を行ってきたところである。検討会において新たな基礎デ

ータや推計手法により推計が可能であると判断された場合には、随時推計の結果に反映してい

る。 
今後については、これまで推計できていなかった排出源及び対象化学物質の推計に向けた検

討を行うとともに、新たに得られた情報に基づき、推計方法見直しを継続し、推計精度の向上

に努めていく。 
 

ｂ）リスクコミュニケーションの一層の推進 

 
現状 
 

化学物質のリスクコミュニケーションについては、国はデータベース等を通じた情報提供、分

類・表示の推進、リスクコミュニケーションに係る場の提供、人材育成等、各種の基盤整備を行っ

ている。 
また、平成22年６月に国が実施した「身近にある化学物質に関する世論調査」では、化学物質

の安全性に関する意識として、「不安はないものが多い」との回答が28.9％となっている一方、「不

安があるものが多い」との回答が66.9％となっており、今後も引き続き、リスクコミュニケーショ

ンの一層の推進が求められる状況にある。その調査の概要を図－15に示す。 
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図－15 「身近にある化学物質に関する世論調査」の概要 
 

（化学物質の安全性に関する意識） 

 

 
（化学物質に関して得たい情報） 

 

※「わからない」(1.5％)は割愛 

 
取組状況 
 
＜リスクコミュニケーションに係る情報整備＞ 
【リスクコミュニケーションに係る情報整備】（環境省） 

化学物質の環境リスクに関する情報を分かりやすく提供しつつ、リスクコミュニケーション

を一層推進し、国民の理解を高めていくための情報を整備している。 
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化学物質の有害性やばく露に関する情報を分かりやすく整理した「化学物質ファクトシート」

を作成・更新しており、ＰＲＴＲ制度の対象物質 462 物質の内、現時点で 352 物質の情報を環

境省ホームページ上で情報を公開している。 
毎年度のＰＲＴＲデータについては集計結果を単に公表するだけではなく、届出を行ってい

る個別事業所を地図上で探したり、そのデータを見ることができる「ＰＲＴＲデータ地図上表

示システム」を環境省ホームページ上で公表している。システムには毎年集計される個別事業

所の届出データの情報を追加している。 
ＰＲＴＲデータを広く一般の方にも理解し、活用してもらえるよう解説した「ＰＲＴＲデー

タを読み解くための市民ガイドブック」等の冊子を作成・公表している。市民ガイドブックは

平成 13 年度のＰＲＴＲ制度開始後、最新のデータに基づき毎年度作成している。 
今後については、リスクコミュニケーションに係る情報整備を確実に実施する。特に「化学

物質ファクトシート」については、引き続き掲載済みの物質について情報の更新を行うととも

に、現在未掲載の物質について情報の収集・公開を進める。また、「PRTR データを読み解くた

めの市民ガイドブック」について、適時の発行に努めていく。 
 

【化学物質アドバイザーの活用による地域におけるリスクコミュニケーションの促進】（環境省） 
身近な化学物質のリスク情報等について分かりやすく説明したり、市民と事業者等との間で

のリスクコミュニケーションの場に中立的な立場で同席し、化学物質に関する客観的な情報提

供やアドバイスを行う人材「化学物質アドバイザー」の派遣を行っている。市民、企業、行政

からの要請に応じて、「化学物質アドバイザー」を派遣し、「化学物質」や「化学物質による環

境リスク」に関する疑問に分かりやすく答えたり、関連する情報を提供している。 
平成 15 年度以降、化学物質アドバイザーを要請に基づいて派遣している。平成 24 年度は 25

回、平成 25 年度は 28 回、平成 26 年度は 27 回の派遣実績があり、自治体の実施するリスクコ

ミュニケーション等でファシリテーターを務める等、地域におけるリスコミの推進に貢献して

いる。 
制度開始当初と比較し、化学物質アドバイザーの派遣数が減少していることから、同制度の

一層の周知に努め、地域のリスクコミュニケーションの促進を支援していく。 
 

【化学物質の安全管理に関する公開シンポジウムの開催】（内閣府、厚生労働省、経済産業省、国

土交通省、環境省） 
本シンポジウムは、新しい化学物質等のリスク評価・管理に関して、各府省・各機関で取り

組んでいる研究開発課題の最新研究成果を情報共有し、かつ地方自治体担当者、民間事業者、

さらには一般市民へも情報提供・広報する目的で平成22年度より開催されている。 
平成 24 年度は「政策におけるリスク評価の利用とさらなる活用に向けた課題」、平成 25 年度

は「化学物質のリスク評価の最新動向と今後の課題」、平成 26 年度は「化学物質規制における

新たな課題と背景」をテーマとし、行政関係、公益法人、研究者、民間会社から参加者を得て、

成果発表、講演、意見交換が行われた。 
今後も、本シンポジウムを継続して開催する予定である。 
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＜消費者への情報開示を含む、製品に含まれる化学物質の含有情報の伝達に関する取組＞ 
【事業者によるＧＨＳラベル・ＳＤＳ等の活用促進】（厚生労働省） 

国民、労働者、事業者、行政等の関係者が化学物質のリスクに係る理解を共有し、それぞれ

の役割を果たしながら信頼関係を深めるため、リスクコミュニケーションを一層推進する観点

から、厚生労働省ホームページに「職場のあんぜんサイト」を設置し、ＧＨＳモデルラベル・

ＳＤＳ情報、国によるリスク評価等の情報を掲載しており、事業者の活用をさらに促進する。 
○  化学物質管理の手法やＧＨＳ分類、ラベル・ＳＤＳの作成等について相談を受け付け

る相談窓口を設置（平成26年度から開始） 
○  ＧＨＳ分類を実施し、その結果に基づきモデルラベル・モデルＳＤＳを作成する（平

成24年度 162物質／平成25年度 152物質）。また、平成26年度は労働安全衛生法上の

ＳＤＳ交付義務がかかる640物質についての見直しを環境省と共に実施した。 
○  上記のＧＨＳ分類やモデルラベル・モデルＳＤＳの他、リスク評価や各種有害性試験

の結果、化学物質による災害事例等を職場のあんぜんサイトに順次掲載。 
引き続き化学物質の適正な管理と労働者の健康障害の防止を図るため、効果的な事業の実施

に努めていく。 
 

＜事故情報の公表＞ 
【事故情報の公表】（消費者庁） 

関係行政機関等から消費生活上の事故情報を広く収集し、消費者への情報提供等を実施して

いる。具体的には、国民が自由に事故情報を検索・閲覧できるように、「事故情報データバンク

システム」を運用している。事故情報の中には、化学物質に関する情報も含まれる。 
事故情報データバンクシステムに掲載された化学物質に関する事故情報件数は以下のとお

り。 
・平成 24 年度：508 件 
・平成 25 年度：456 件 
・平成 26 年度：334 件 
※情報は消費者からの任意の申出情報等に基づくものであり、事実確認（因果関係の確認等）

を経ていない情報を含んでいる。 
引き続き、関係行政機関等と連携し、事故情報の収集・発信の強化に努める。 

 
【家庭用品規制法における取組】（厚生労働省） 

○ 特定の化学物質が原因であることが推定された重大製品事故の公表 
（P.30 の再掲のため、内容は省略） 
 

＜その他の取組＞ 
【化学物質と環境に関する政策対話の開催】（農林水産省、厚生労働省、経済産業省、環境省） 

平成 23 年３月に、それまで行われてきた「環境と産業に関する円卓会議」発展的に解消し、

新たに、化学物質に関する国民の安全・安心の確保に向けた政策提言を行う場として、「化学物

質と環境に関する政策対話」（以下「政策対話」という。）を設置した。同政策対話は、市民、
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労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体により化学物質と環境に関して意見交換を

行い、政策提言を目指すこととされている。 
平成 23 年度３月の第１回会合、及び平成 24 年８月の第２回会合においては、国内実施計画

について議論を行った。平成 24 年９月に同計画が採択されると、その後は個別のテーマについ

て議論を行うこととして下記のテーマで会合を行った。 
・平成 24 年 12 月第３回化学物質と環境に関する政策対話「予防的取組方法等の基本的な考

え方について」 
・平成 26 年１月第４回化学物質と環境に関する政策対話「リスク評価の新たな展開とそれを

取り巻く課題について」 
・平成 26 年８月第５回化学物質と環境に関する政策対話「製品中化学物質に関するリスクコ

ミュニケーションのあり方」 
・平成 26 年 12 月第６回・平成 27 年５月第７回化学物質と環境に関する政策対話「SAICM へ

の取組状況及び今後の進め方について」 
今後は、2020 年に向けた国内実施計画の取組の点検等について議論を行うとともに、化学物

質に関連するステークホルダー間の緊密なコミュニケーションを促進し、個別のテーマにおけ

る政策提言等につなげるべく、継続的に政策対話を実施する。 
 

ｃ）製品中の化学物質に関する取組の実施14 

 
現状 
 

 製品中の化学物質の有害性情報について、サプライチェーンの事業者及びその労働者に適切に伝達・

提供するため、労働者保護、消費者保護、環境保護の観点を含めた統一的なＧＨＳ 表示や成型品を含

めた情報提供の進め方等の検討が求められている。ＧＨＳに対応した日本工業規格(ＪＩＳ)の整備及び

ＪＩＳに適合したＳＤＳ提供やラベル表示を促進する化学物質排出把握管理促進法及び労働安全衛生

法の改正に関する近年の動向を図－16 に示す。 
また、製品に含まれる化学物質に関する事故情報として、国が実施している家庭用品等に係る健康被

害病院モニター報告数の推移を図－17 に示す。 

                         
14 ここに記載の取組は SAICM/ICCM で議論されている新規政策課題（EPI）の製品中化学物質（chemicals 
in products）の課題に関連している。 
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図－16 ＧＨＳの導入に係るＪＩＳ改訂及び関連法改正のスケジュール 
i.  
ii.  

iii.  

iv.  

v.  
vi.  

vii.  

viii.  
ix.  

x.  
xi.  

xii.  

xiii.  
xiv.  

 

（注記１） 

【省令改正関連】（化学物質排出把握管理促進法 指定化学物質）  

＜全般＞ ＳＤＳの記載項目をＧＨＳに対応した 16 項目に拡大（第３条） 

 ＜純物質＞ ＳＤＳの記載方法について、JIS Z 7253 に適合するよう行うことを努力義務化（第４条第１項）  

＜純物質＞ JIS Z 7253 に適合したラベル表示を努力義務化（第５条）  

【指針改正関連】  

＜全般＞ 指定化学物質等取扱事業者は、JIS Z 7252 及び Z 7253 に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努める

ことを規定（第４） 

（注記２） 

【省令改正関連】（化学物質排出把握管理促進法 指定化学物質） 

＜混合物＞ＳＤＳの記載方法について、JIS Z 7253 に適合するよう行うことを努力義務化（第４条第１項） 

＜混合物＞JIS Z 7253 に適合したラベル表示を努力義務化（第５条） 

（注記３） 

安衛法でラベル表示が義務付けられていない危険有害な化学物質について、ラベル表示を努力義務化(第 24 条の 14) 

安衛法でＳＤＳの交付が義務付けられていない危険有害な化学物質について、ＳＤＳの交付を努力義務化(第 24 条の

15) 

（注記４） 

改正安衛則に定めるラベル表示及びＳＤＳの交付を促進するため、事業者が労働者に危険有害性を有する化学物質を

取り扱わせる 際の、ＧＨＳに準拠したラベルの容器等への貼付及びＳＤＳの作業場への掲示等による労働者への周知

の方法について公表。 
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図－17 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告数の推移 
（報告件数年度推移） 

 

（家庭用品による吸入事故等報告件数の年度別推移） 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

  
 

件数 ％ 
 

件数 ％ 
 

件数 ％ 

１ 殺虫剤 252 24.6 殺虫剤 296 26.9 殺虫剤 265 24.2 

２ 洗浄剤(住宅用･家具用) 176 17.2 洗浄剤(住宅用･家具用) 175 15.9 洗浄剤(住宅用･家具用) 188 17.2 

３ 芳香・消臭・脱臭剤 105 10.3 漂白剤 127 11.5 漂白剤 116 10.6 

４ 漂白剤 88 8.6 芳香・消臭・脱臭剤 87 7.9 芳香・消臭・脱臭剤 74 6.8 

５ 除菌剤 46 4.5 除菌剤 44 4.0 除菌剤 48 4.4 

６ 園芸用殺虫・殺菌剤 37 3.6 園芸用殺虫・殺菌剤 35 3.2 防水スプレー 45 4.1 

７ 洗剤（洗濯用･台所用） 29 2.8 防虫剤 

洗剤（洗濯用･台所用） 

32 

32 

2.9 

2.9 

洗剤（洗濯用･台所用） 41 3.7 

８ 消火剤 27 2.6 消火剤 34 3.1 

９ 乾燥剤 22 2.1 消火剤 31 2.8 忌避剤 28 2.6 

10 忌避剤 20 2.0 忌避剤 24 2.2 園芸用殺虫・殺菌剤 25 2.3 

  上位 10品目 計 802 78.3 上位 10品目 計 883 80.2 上位 10品目 計 864 79.0 

  総数 1,024 100.0 総数 1,101 100.0 総数 1,095 100.0 
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取組状況 
 

＜製品中の化学物質に関するサプライチェーンにおける統一的な情報の伝達・提供等のあり方の検

討＞ 
【製品中の化学物質に関するサプライチェーンにおける統一的な情報の伝達・提供等の在り方の検

討】（経済産業省） 
日本の法規制と異なる化学物質規制が世界各国で導入されており、日本メーカーは輸出先国

の法規制を守れない場合、製品の回収コスト・機会損失により多大な費用負担が発生するビジ

ネスリスクを抱えている。 
これら各国での規制に対応するため、日本メーカーは製品輸出にあたり、自社のサプライチ

ェーンを遡って川中、川上企業に化学物質の情報提供を求める必要がある。しかし、川中、川

上企業は川下企業ごとに異なるフォーマットで情報を要求され、多大なコストがかかっている。

特に川中に多い中小企業では、化学物質管理の専門知識を有する人材の不足、多種多様な情報

伝達フォーマットへの対応等、要求される方が対応に苦慮して情報伝達が効率的にできていな

い。 
本事業は、同一フォーマットが川上企業から川下企業に流れる仕組みを構築することにより、

特に川中、川上企業のビジネスコストを削減することを目指す。 
国内で統一的な手法が確立していない製品中の化学物質の情報伝達について、世界の動向を

視野に入れつつ、ＩＥＣ62474 と整合し、既存のアーティクルマネジメント推進協議会（ＪＡ

ＭＰ）及び旧グリーン調達調査共通化協議会（ＪＧＰＳＳＩ）の双方に配慮した新たな情報伝

達スキーム及びその運用方法について、特に中小企業対策（システム構築等のハード面、運用

マニュアル整備や研修の充実等のソフト面）を念頭に入れつつ検討を実施している。 
具体的には、平成 24 年度は中小企業を中心とした実態調査を実施、平成 25 年度は新たな情

報伝達スキームの在り方について検討と取りまとめを行った。 
平成 26 年度には、取りまとめに沿った情報伝達スキームの具体化について検討を実施した。 
まずは、国内における情報伝達の統一化を実現する。 
国内が統一化できた後、ＩＥＣ/ＩＳＯ規格の取得など国際標準化を進めるとともに、実態と

して国際的に使われる情報伝達スキームにするため、官民挙げての各国への普及を推進する。 
 

＜化学物質に関する家庭用品の監視・指導等＞ 
【家庭用品規制法における取組】（厚生労働省）  
○ 化学物質に関する家庭用品の監視・指導等（P.30 の再掲のため、内容は省略） 

 
【家庭用品品質表示法における取組み】（消費者庁） 
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の商品選択･合理的使用に資すること

により、その利益を保護することを目的とし、家庭用品品質表示法（昭和 37 年法律第 104 号）に

基づき表示に関する必要な規制を行なっている。具体的には一部の家庭用品について成分や使用上

の注意等の表示の義務付けを行なうとともに以下の取組を進めている。 
・表示の適正化を図るため、ＨＰやガイドブック等による周知啓発 
・必要に応じた表示の標準の見直し 
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・各自治体における立入検査等による家庭用品品質表示法で定める表示に関する監視･指導の実

施（毎年度） 
引き続き、家庭用品品質表示法に基づく、表示の適正化を図るとともに、必要に応じて、表示の

見直しを図っていく。 
 
＜事故情報の公表＞ 
【事故情報の公表】（消費者庁） 
（P.59 の再掲のため、内容は省略） 

 
【家庭用品規制法における取組】（厚生労働省） 

（P.30 の再掲のため、内容は省略） 
 

＜国等におけるグリーン調達の推進＞ 
【国等によるグリーン調達の推進】（環境省） 
（P.31 の再掲のため、内容は省略） 
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重点検討項目⑤：国際協力・国際協調の推進 

 

（１）取り組むべき課題の基本的方向 

 
 今後は、ＳＡＩＣＭ に沿って、関連の国際条約及びＯＥＣＤ 等の枠組みにより、引き続き国際的

な観点に立った化学物質管理に積極的に取り組むとともに、我が国の経験・技術を活用してアジア諸

国との協力を一層推進することにより、各国の能力向上を促進することが必要である。 
 

（２）現状と取組状況 

 
上記課題に対応し、国際条約に基づく取組を進めるとともに、ＯＥＣＤ等の国際機関等における

化学物質のリスク評価手法の開発、国際調和、及びデータの共有等の取組を進める。また、水俣病

をはじめとする公害の教訓による我が国の化学物質対策に係る技術等を活かし、途上国等への情報

発信・技術支援等の取組を進める。このような観点から、以下のａ）～ｃ）の項目について、関係

行政機関の取組状況を確認した。 
ａ）国際条約の遵守と条約に基づく国際的な活動への貢献 
ｂ）評価手法の開発・国際調和、データの共有等の促進 
ｃ）ＳＡＩＣＭに関する我が国からの情報発信、国際共同作業、技術支援等の促進 

 

ａ）国際条約の遵守と条約に基づく国際的な活動への貢献 

 
現状 
 

国際条約の遵守と条約に基づく国際的な活動への貢献については、ストックホルム条約等の国際

条約に基づく国内実施計画を推進してきているほか、国際条約間の連携強化に係る活動としてバー

ゼル条約，ロッテルダム条約，ストックホルム条約の連携に向けた活動を推進してきている。また、

水銀による地球規模の環境汚染と健康被害を防止するための条約の制定に向けた国際交渉が2010
年より開始され、５回にわたる政府間交渉委員会を経て、2013年10月に「水銀に関する水俣条約」

として採択された。2014年11月には、第６回政府間交渉委員会が開催された。 
 

取組状況 
 
＜国際条約に基づく取組＞ 
【ストックホルム条約に基づく国内実施計画の推進】（内閣府、外務省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、環境省） 
ストックホルム条約第７条において、各締約国に対して国内実施計画の作成及び実施に努め

ることとされている。また、第５条では、「非意図的生成物質に関する行動計画」を作成し、国
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内実施計画の一部として実施することが規定されている。我が国では、平成 17 年６月に国内実

施計画を策定し、平成 24 年８月に第１回目の改定を行ったところ。 
国内実施計画には条約により義務付けられた以下の取組について盛り込んでいる。 
・意図的な製造及び使用から生じる放出を削減し、廃絶させるための措置 
・意図的でない生成から生じる放出を削減し又は廃絶するための措置 
・ＰＯＰｓを含有する在庫及び廃棄物から生じる放出を削減し又は廃絶するための措置 等 
国内実施計画第４章では、「国内実施計画の実施状況については、第１回締約国会議で決定さ

れた条約の実施状況報告の間隔に合わせ、関係省庁連絡会議において点検します。関係省庁連

絡会議は点検結果を公表し、国民に意見を聞きます。」とされており、点検結果を平成 24 年８

月に条約事務局へ提出している。 
今後については、第６回締約国会議（平成 25 年５月）及び第 7 回締約国会議（平成 27 年５

月）において条約の対象として追加が決定された物質も含めた国内実施計画の改定を実施し、

平成 28 年 11 月までに条約事務局へ提出する予定としている。 
 

【全国ＰＯＰｓ残留状況の監視事業】（環境省） 
ストックホルム条約では、国内及び国際的な環境実態を監視すること（第11条）、調査結果を

活用した有効性の評価を行うこと（第16条）を締約国に義務づけている。 
当該事業では、ダイオキシンを除くＰＯＰｓ22物質について、最新の汚染実態及び経年変化

を把握するため、国内の大気、水質、底質、生物等のモニタリング調査を実施しており、毎年、

結果を取りまとめ、「化学物質と環境」として公表を行っている。 
また、東アジアのバックグランドとして位置づけられている辺戸岬（沖縄県）等において、

ＰＯＰｓ高頻度モニタリングを実施しており、これらを取りまとめた報告書を、ストックホル

ム条約の有効性評価に活用するため、定期的に条約事務局に提出している。 
なお、ダイオキシン類の国内監視は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき行われている。 
 

＜国際条約間の連携強化に係る活動の推進＞ 
【バーゼル条約，ロッテルダム条約，ストックホルム条約の連携強化に係る活動の推進】（外務省、

厚生労働省、経済産業省、環境省） 
バーゼル条約，ロッテルダム条約及びストックホルム条約（化学物質・廃棄物関連３条約）

はいずれも，対象物質及び規制方法に相違はあるものの有害な化学物質及び廃棄物を規制して

環境汚染を未然に防止するとの共通の目的を持っている。そのため，国内的，地域的及びグロ

ーバルなレベルでの実施促進，一貫性を持った政策的指針の策定，行政的な負担の軽減と資源

の効率的活用等を目的として，相互の協力及び連携が進展している。化学物質・廃棄物関連３

条約間の協力及び連携の対象分野として，条約事務局の機能及び補助機関の活動の効率化，地

域センター間の連携，各締約国内における条約実施の協調等が進められている。 
・平成 22 年，第１回化学物質・廃棄物関連３条約拡大合同締約国会議が開催され，事務局機

能の統合，実施関連の活動の連携，協力及び連携の進捗評価方法等の進め方について決定

された。 
・平成 25 年，第２回化学物質・廃棄物関連３条約拡大合同締約国会議が開催され，協力及び

連携の進捗評価と合わせ，今後の協力・連携の進め方等について議論が行われた。三条約
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の連携を一層促進するために各締約国，事務局及び関係機関がとるべき行動が特定される

とともに，2017 年までにシナジーの進捗状況に関する外部評価を実施することになった。

また，３条約に共通する，国及び地域レベルでの実施の促進等に向けた活動を更に進める

こととなった。 
化学物質・廃棄物関連３条約では，他の環境分野に先駆けて協力及び連携の取組が進められ，

条約事務局の合理的な運営などの成果が上がりつつある。今後，引き続き３条約の間で協力及

び連携が図られるとともに，必要に応じＳＡＩＣＭ及び将来の水銀に関する水俣条約との連携

が検討されることによって，化学物質及び廃棄物管理の重要性に対する認識の向上，各条約の

実施の強化などが更に進むことが期待される。 
 

＜水銀に関する水俣条約に係る取組＞ 
【水銀に関する水俣条約の実施推進】 
（内閣府、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環

境省） 
 水銀による地球規模の環境汚染と健康被害を防止するための条約の制定に向けた国際交渉が

2010 年より開始され、５回にわたる政府間交渉委員会を経て、2013 年 10 月に「水銀に関する

水俣条約」として採択された。2014 年 11 月には、第６回政府間交渉委員会が開催された。同

条約は、水銀の供給・使用から排出・廃棄に至るライフサイクル全体に渡って国際的に規制す

るものである。我が国は、我が国の地名を冠した同条約について今後の交渉においても積極的

に貢献するとともに、水俣条約を踏まえ国内における水銀対策を着実に進める。また、条約の

早期発効と着実な実施のため水俣病の教訓及び水銀対策技術等の積極的な発信・展開を図る。 
○ 水銀に関する水俣条約の採択への積極的貢献 

条約交渉の過程において、我が国は 2011（平成 23）年の政府間交渉委員会（the 
Intergovernmental Negotiating Committee。以下「ＩＮＣ」という。）第２回会合（ＩＮ

Ｃ２）をホストした他、アジア太平洋地域のコーディネーターとして同地域の意見のとりま

とめ等を通して、議論の進展に貢献してきた。また、ＥＵ及びジャマイカと協力して水銀含

有製品と水銀使用製造プロセスに関する規制内容や規制対象リストに関する情報収集や検

討を主導し、条文作成に貢献した。2013（平成 25 年）年１月にスイス・ジュネーブで開催

されたＩＮＣ５では、我が国の提案を踏まえて条約の名称を「水銀に関する水俣条約」

（Minamata Convention on Mercury）とすることが正式に決定されるとともに、条約条文

案が合意された。 
 

○ 水銀に関する水俣条約外交会議の開催 
ＩＮＣ５での決定を受け、2013 年 10 月９日から 11 日に熊本市・水俣市において水銀に

関する水俣条約外交会議が開催された。本会議には、60 か国以上の閣僚級を含む 139 か国・

地域の政府関係者の他、国際機関、ＮＧＯ等、1,000 人以上が出席し、水銀に関する水俣条

約が全会一致で採択され、92 か国・地域が条約への署名を行った。我が国は本会議のホス

ト国となり、石原環境大臣（当時）が外交会議議長を務めた。また，岸田外務大臣が同条約

及び外交会議の最終議定書への署名を行った。 
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我が国は、水俣病の教訓を踏まえ、同様の健康被害や環境汚染が二度と繰り返されては

ならないという強い決意をもって交渉に臨んできた。外交会議を我が国がホストし、署名を

行ったことは、条約への賛意、及び水銀対策強化に向けた我が国の強い決意を国際社会に示

すという点で極めて有意義であった。また、水俣市における開会記念式典で、我が国による

支援、及び水銀被害の撲滅を訴える安倍総理のビデオメッセ－ジを届けたことを受け、外務

大臣から具体的に、途上国への環境汚染対策支援として今後３年間、大気汚染、水質汚濁、

廃棄物処理の分野で総額 20 億ドルのＯＤＡによる支援を行うことを表明したほか、外交会

議の議長を務めた環境大臣からは、水銀対策に関する途上国支援と水俣からの情報発信を行

う「ＭＯＹＡＩイニシアティブ」を表明する等、水銀を含む環境分野における我が国の取組

を世界各国に発信した。 
 

○ 条約への国内における対応の検討 
国内においては、水銀に関する法的拘束力のある文書の制定に向けた政府間交渉におけ

る我が国の対応に関し、関係府省間の連絡等の円滑化を図るため 2010 年に設置した「国際

的な水銀対策の推進に関する関係府省連絡会」において議論を行ってきたところ、2013 年

10 月の水俣条約の採択を受け、水俣条約の締結に向けた検討を迅速かつ円滑に進めるため、

新たに「水銀に関する水俣条約の締結に向けた関係府省連絡会議」を設置するとともに、関

係府省が連携して条約の締結に必要な国内担保措置に関する議論を進めている。 
平成 26（2014）年３月 17 日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今

後の水銀対策について」が諮問され、環境保健部会、大気・騒音振動部会、及び循環型社会

部会に対し付議された。また、同年５月 23 日に、産業構造審議会製造産業分科会化学物質

政策小委員会に、「水銀に関する水俣条約」の国内担保に関する検討等を行うため、「制度構

築ワーキンググループ」が設置された。これを受け、平成 26（2014）年５月から検討が開

始され、平成 26（2014）年 12 月～平成 27（2015）年２月に答申等が取りまとめられた。 
平成 27（2015）年３月 10 日には、上記答申等を踏まえ、「水銀による環境の汚染の防止

に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第 189
回通常国会に提出した。これらの法律案については、国会おける審議を経て６月 12 日に成

立した。 
条約暫定事務局である国連環境計画（United Nations Environment Programme：以下

「ＵＮＥＰ」という。）は、2015～2017 年頃の条約発効を見込んでおり、我が国としては、

今後も引き続き条約の締結に向けた国内対策について検討し、政省令等の法制度の整備を進

めていく。また、今後策定する計画等に基づき、水銀等による環境の汚染の防止に関する対

策を総合的かつ計画的に推進する。 
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ｂ）評価手法の開発・国際調和、データの共有等の促進 

 
現状 
 

評価手法の開発・国際調和、データの共有等の促進について、さまざまな取組が行われている。

化学物質審査規制法のリスク評価については、リスク評価を円滑に進めるため、効率的で精度の高

い評価手法が求められており、新たな評価手法の開発が進められている。 
また、ＯＥＣＤにより化学物質の試験方法の標準化について「ＯＥＣＤテストガイドライン」及

び試験を実施する施設が備えるべき基準の設定について「ＯＥＣＤ-ＧＬＰ（優良試験所基準）原

則」の作成及び見直し等が行われていることから、我が国においても、これらに準じた試験方法等

を定めるなど国際的調和を目指した取組が進められている。 
また、子どもの健康と環境に関する全国調査等において、諸外国の調査結果との整合性を踏まえ

たデータの統合や解析が進められつつある。 
 
取組状況 

 
＜評価手法の開発等＞ 
【化学物質審査規制法におけるＯＥＣＤ等の国際的な枠組みのもとでの評価手法の開発・国際調

和、データの共有等】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 
○ リスク評価手法の開発 

リスク評価の手法については、ＯＥＣＤ等の枠組みで国際連携を図りつつ、ＱＳＡＲ及びト

キシコゲノミクス等の新たな手法の開発が進められている。厚生労働省では、平成24年度から

26年度にかけて、厚生労働科学研究費等により、化学物質のヒト健康リスク評価における定量

的構造活性相関およびカテゴリーアプローチの実用化に向けた研究や、化学物質審査規制法に

基づき新規化学物質の製造等の際に求められるヒト健康リスクの評価試験法について、ＯＥＣ

Ｄのガイドラインにするための研究を行っている。環境省では、化学物質の生態毒性について、

国立研究開発法人国立環境研究所とともに、ＱＳＡＲモデルの１つであるＫＡＴＥの研究・開

発を行っており、平成20年１月に試用版（ＫＡＴＥ Ver1.0）を公開し、さらに、平成23年３月

に「ＫＡＴＥ2011」を公開した。 
今後については、化学物質審査規制法に基づく審査において、効率的なリスク評価を実施で

きるよう、当該研究を進めていく。 
 

○ 化学物質の試験方法等に関するＯＥＣＤテストガイドライン及びＯＥＣＤ-ＧＬＰ原則との

国際調和等 
化学物質審査規制法において、新規化学物質等の試験データの信頼性確保及び各国間のデー

タ相互受入れのため、「ＯＥＣＤテストガイドライン」に則った分解性試験、蓄積性試験及び毒

性試験並びに「ＯＥＣＤ-ＧＬＰ原則」に準拠した試験施設に関する基準（ＧＬＰ基準）を定め

ている。 
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・「新規化学物質等に係る試験の方法について（平成23年３月31日付け薬食発0331第７号、

平成23・03・29製局第５号、環保企発第110331009号通知） 
・「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」（平成23年３月31
日付け薬食発0331第８号、平成23･03･29製局第６号、環保企発第110331010号通知） 

ＧＬＰ基準への適合性の確認を受けようとする試験施設に対し、書類審査及び試験施設の査

察により適合性の確認を行っている。厚生労働省においては、毒性等試験を実施する試験施設

についてＧＬＰ基準への適合を確認しており、平成27年３月時点で31試験施設が適合確認を受

けている。経済産業省においては、分解度試験及び濃縮度試験等を実施する試験施設について

ＧＬＰ基準への適合を確認しており、平成27年３月時点で分解度試験と濃縮度試験等で合わせ

て８試験施設が適合確認を受けている。環境省においては、生態毒性試験を実施する試験施設

についてＧＬＰ基準への適合を確認しており、平成27年３月時点で９試験施設が適合確認を受

けている。 
また、新規化学物質の審査情報や化学物質の安全性情報については、データベース（通称Ｊ

－ＣＨＥＣＫ）を整備し情報を公開している。また、Ｊ－ＣＨＥＣＫの英語版ページを作成す

るとともに、ＯＥＣＤにより運営されているグローバルポータルサイト（eChemPortal）とリ

ンクすることにより、関係各国との情報共有を行っている。 
引き続き、化学物質審査規制法における分解性試験、蓄積性試験及び毒性試験については、「Ｏ

ＥＣＤテストガイドライン」の策定及び見直しを踏まえつつ必要に応じて試験方法を見直すと

ともに、試験施設がＧＬＰ基準に適合していることを確認することにより、試験方法や試験施

設の国際的調和を推進する。また、データベースの適切な運用により、国民や事業者等への分

かりやすい情報提供を行う。 
 
【ＯＥＣＤテストガイドライン化に向けた評価手法の開発等】（経済産業省） 

ＯＥＣＤでは、化学物質の危険性の程度を確認するための標準的な試験方法（テストガイド

ライン）を作成し、公表している。 
これらの試験方法は、加盟国における各種試験方法に広く採用されている。 
経済産業省では、化学物質の簡易な安全性評価手法を新たに開発し、テストガイドラインを

目指した活動を行っている。 
研究開発終了後、複数の試験機関においてラウンドロビン試験を行い、ＯＥＣＤのテストガ

イドライン化を目指しているものは次のとおり。 
○ in vitro発がん性試験（Bhas42細胞を用いた形質転換試験法） 

ガイダンスドキュメント案をＯＥＣＤへ提出した。新ガイダンスドキュメントとして平

成27年中に公開される見込みである。 
○ 内分泌かく乱作用に関する試験法としての女性ホルモン受容体(ＥＲ)あるいは男性ホルモン

受容体(ＡＲ)を標的とする結合試験及びレポーター遺伝子アッセイ手法 
女性ホルモン受容体結合試験及び女性ホルモン受容体レポーター遺伝子アッセイ（アン

タゴニスト系）について、追加試験結果を反映したガイドライン案を作成した。平成 27 年

中に公開される見込みである。また、男性ホルモン受容体レポーター遺伝子アッセイ（アゴ

ニスト系／アンタゴニスト系）については、テストガイドライン化に必要な対応等を行って

いる。  
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【化学物質の内分泌かく乱作用に関する試験法の開発】（環境省） 
（P.22 の再掲のため、内容は省略） 

 
＜エコチル調査に関する諸外国の調査との連携＞ 
【子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）】（環境省） 

○ 諸外国の大規模コホート調査等の類似調査とのデータの統合や解析 
（P.47 の再掲のため、内容は省略） 
 

ｃ）ＳＡＩＣＭに関する我が国からの情報発信、国際共同作業、技術支援等の促進 

 
現状 
 

ＳＡＩＣＭに関する我が国からの情報発信、国際共同作業、技術支援等の促進については、アジ

ア地域における化学物質管理に関する政策ダイアローグや化学物質対策能力向上促進講習といっ

た情報発信・共有の取組が継続的に実施されている状況にある。また、二国間協力の枠組みでの技

術協力に係るプロジェクトや東アジアＰＯＰｓモニタリングプロジェクト等においても我が国の

技術移転・能力向上が継続的に図られている状況にある。 
このほか、2013年10月には「水銀に関する水俣条約」が採択されたことから、それに伴う国際

協力及び途上国支援の推進や国際的な水銀測定・濃度予測の推進、国際的な水銀対策の推進への貢

献が求められている状況にある。 
 
取組状況 

 
＜情報発信・共有や技術支援＞ 
【アジア地域における政策ダイアローグ等】（経済産業省、環境省） 

平成 18 年 12 月に開催された第８回日中韓三カ国環境大臣会合(ＴＥＭＭ８）において「化学

物質管理に関する政策や規制に関する情報交換の推進」について合意されたことを受け、日本、

中国及び韓国における化学物質管理に関する政策や規制に関する情報交換を推進することを目

的として、環境省では平成 19 年度から「日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアロー

グ」を毎年開催している。 
また、環境省では、アジア地域における化学物質対策能力の向上を促進し適正な化学物質管

理の実現を図るため、化学物質対策の実務者を対象に、「アジア地域化学物質対策能力向上促進

講習」を平成 23 年度から毎年開催している。 
なお、経済産業省では、化学物質管理政策対話の設立や技術協力を実施することにより、科

学的なリスク評価に基づく効率的な化学物質管理制度の構築及び運用を支援するため、平成 24
年８月 30 日にタイと、平成 24 年７月 15 日にベトナムとそれぞれ協力文書を締結した（ベトナ

ムについては平成 27 年 7 月 3 日に第 2 期の協力文書を署名）。当該協力文書に基づき、我が国

の産業界と協力しながら制度構築に必要な情報の提供や人材育成支援を相手国の政府関係者及
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び民間セクターに対して行っているほか、「日泰化学物質管理政策対話」及び「日越化学物質管

理政策対話」を平成 24 年から毎年開催している。 
さらに、我が国の経済活動にも影響を及ぼす海外の化学物質対策の動きへの対応を強化する

ため、化学産業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等が幹事を務める「化学物質国際対応ネ

ットワーク」（http://www.chemical-net.info/）を通じて、ウェブサイト等による情報発信やセ

ミナーの開催による海外の化学物質対策に関する情報の収集・共有を行っている。 
平成 26 年 11 月に「第８回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」を韓国・

済州島で開催し、３カ国の化学物質管理政策に関して意見交換を行うとともに、化学物質管理

に関する国際動向への対応、水銀に関する水俣条約に対応するための水銀管理の状況等につい

て情報交換を行った。また、次回会合では既存化学物質のリスク評価手法や評価結果、水銀に

関する水俣条約の批准に向けた対応等について情報交換を行うことなどが合意された。また、

同ダイアローグと同時に日中韓専門家会合が開催され、魚類急性毒性試験の共同研究に加え、

新たにＱＳＡＲ等の非動物試験への取組について情報交換を行うことが合意された。 
環境省では、平成 23 年度からアジア地域における各国の化学物質対策能力の向上を促進する

ため、政府関係者向けの講習を行っている。平成 27 年２月にインドネシア・ジャカルタで「第

１回アジア地域化学物質対策能力向上促進講習（インドネシア）」、平成 27 年３月にはベトナム・

ハノイで「第４回アジア地域化学物質対策能力向上促進講習」を開催した。化学物質の審査・

規制制度やＰＲＴＲ制度など化学物質管理政策について意見交換及び情報交換を行い、両国に

おける化学物質管理の向上に向け、引き続き連携していくことを確認した。 
アジア地域における化学物質管理に関する政策ダイアローグや化学物質対策能力向上促進講

習を継続的に開催し、これらを通じて、日中韓３か国との化学物質審査規制制度の連携・調和

を図るとともに、アジア地域における化学物質対策能力の向上を促進し、適正な化学物質対策

の実現を図る。 
 

【ＯＤＡを通じた取組】（外務省） 
我が国は、二国間協力の枠組みでの技術協力として、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ)

が化学物質及び廃棄物の適正管理を目的としたプロジェクトを世界各地で実施している。 
ＪＩＣＡによる化学物質の適正管理に関連するプロジェクトの例として，(１) ストックホル

ム条約目標達成のための残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）対策人材育成コース (ブラジル, 
2011-2016 年)，(２) タイ環境汚染物質排出移動量登録制度（ＰＲＴＲ制度）構築支援(2011-2016
年)，(３）残留農薬分析技術の普及による松花江の環境保全支援事業(中国，2009-2012 年），(４)
セルビア国の残留性有機汚染物質の分析体制強化・排出削減対策プロジェクト (2014-2017 年)，
(５) ベトナム化学物質管理強化プロジェクト (2015 年-2018 年)がある。課題別研修として，「環

境安全のための化学物質のリスク管理と残留分析」，「国際的な化学物質管理に対する国内制度

の対応(2016 年からは「ＡＳＥＡＮにおける化学物質管理」)」，「水銀に関する水俣条約批准に

向けた能力強化」のテーマで研修事業を行っている。また，有害物質を含む廃棄物の適正処理

等に係るプロジェクトの例として，(１)モンゴル・ウランバートル市廃棄物管理能力強化プロジ

ェクト(2009-2012 年），（２）ブラジル・マナウス工業団地産業廃棄物管理改善計画調査

（2009-2010 年）がある。 
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今後は、技術的な排出源対策だけでは対策が後手となるため，相手国の化学物質関連機関の

キャパシティ向上を図りながら化学物質管理を行える体制づくりを目指したプロジェクトを実

施することが重要。 
 

【東アジアＰＯＰｓモニタリングプロジェクト】（環境省） 
ストックホルム条約では、国内及び国際的な環境実態を監視すること（第 11 条）、調査結果

を活用した有効性の評価を行うこと（第 16 条）を締約国に義務づけている。 
当該事業では、東アジア地域におけるバックグラウンド地点の設定と大気試料の捕集、分析

を進めながら、技術移転・能力向上を果たしつつ、東アジア各国の担当者や国際機関の専門家

を招集してワークショップを開催し、条約の有効性評価のためのデータ共有、解析等を進めて

いる。 
また、日本を含むアジア/太平洋地域におけるＰＯＰｓモニタリング結果に係る報告書をとり

まとめ、条約の締約国会議で有効性評価のために設置された地域組織グループ（ＲＯＧ）へ平

成 26 年９月に提出をおこなっている。 
今後もストックホルム条約を適切に履行するため、引き続き当該業務を行っていく。 
 

【水銀に関する水俣条約の早期発効の推進】（環境省） 
○ 国際協力及び途上国支援の推進 

水俣条約の発効には、50 か国の締結が必要であり、また条約の効果的な実施のためには

より多くの国（特に途上国）による条約の締結が不可欠である。上記を踏まえ、我が国は途

上国による条約締結のための取組を支援することを目的として、2013 年１月に開催された

ＩＮＣ５において、水俣条約の発効までの暫定期間における支援を約束するとともに、2015
年３月までに同約束の履行のため条約暫定事務局であるＵＮＥＰに対し 175 万ドルの拠出

を行った。また、我が国独自の途上国に対する条約締結支援として、途上国における条約締

結・実施に向けた法整備・キャパシティ・ビルディングのための研修資料の作成を行うとと

もに、2014 年からは新たに開始したＪＩＣＡ研修プログラム「水銀に関する水俣条約批准

に向けた能力強化」に協力している。 
さらに、特に新興国の中でも工業国、あるいは水銀の使用が多い国に対しては、我が国

の優れた水銀管理技術の移転を行うことが、水銀の人為的な排出を削減する上で重要である

との観点から、我が国の水銀管理に関する技術や管理手法の海外展開を図るための実現可能

性調査を行うとともに、条約締結・実施に向けた法整備・キャパシティ・ビルディングのた

め，研修資料の作成のみならず研修自体も実施している。 
今後は引き続き途上国のキャパシティ・ビルディングを図るとともに、我が国の水銀対

策技術の海外展開に向けた取組を進める。 
 

○ 国際的な水銀測定・濃度予測の推進 
経済成長が著しいアジア太平洋地域からの水銀の大気への排出は、世界的に大きな排出

割合を占めるとともに、我が国への影響も懸念される。このため、水俣条約に関する国際交

渉や地域における水銀対策の検討に資することを目的として、平成 19 年度より国内の発生

源による影響を直接受けない地点（バックグラウンド地点）として沖縄県辺戸岬を選定し、
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水銀の大気中濃度（バックグラウンド濃度）等に関するモニタリング調査を実施するととも

に、長距離拡散・移動・蓄積モデルにより、アジア太平洋地域での水銀の環境中濃度及び水

銀排出量の推計、排出削減対策の効果（我が国への流入量の低減等）の予測を行っている。 
得られたデータについては、平成 22 年度調査より測定データの蓄積によりデータの信頼

性が確保されたと判断されたことから、毎年調査結果を公表している。測定結果については、

過年度の測定結果も含め、大気中水銀濃度の指針値と比較し常に指針値以下であった。 
また、平成 26 年度より沖縄辺戸岬に加え、秋田県男鹿市においても観測を開始した。 
 

○ ＵＮＥＰ水銀パートナーシップ等を通じた国際的な水銀対策の推進への貢献 
ＵＮＥＰにおいては、2005 年のＵＮＥＰ管理理事会の決議を受けて、各国政府、ＮＧＯ、

企業等による自主的案水銀放出削減を推進する取組としてＵＮＥＰ水銀パートナーシップ

が開始され、現在は水銀廃棄物管理、セメント産業における水銀排出対策、人力小規模金採

掘等の８分野でパイロットプロジェクト、意識啓発、ガイダンス作成などの活動が実施され

ている。 
我が国は、水銀廃棄物管理分野のパートナーシッププログラムにおいてリードを務め、

2013 年にはフィリピンにおいて廃棄物分野会合を開催するとともに、途上国等における水

銀廃棄物の処理の際に参考となるよう水銀廃棄物管理に関する優良事例を取りまとめた文

書の策定を主導するなど、パートナーシッププログラムに積極的に貢献している。今後はＩ

ＮＣ等における議論を踏まえつつ、引き続きパートナーシッププログラムを通じた貢献を行

っていく。 
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Ⅳ 取組状況の総括と今後の課題 

 

国内実施計画の目標であるＷＳＳＤ2020 年目標の達成に向け、ＩＣＣＭやＯＥＣＤ等における国際

的な動向も踏まえつつ、科学的なリスク評価及びライフサイクル全体でのリスクの削減を着実に進めて

いくことが重要であり、具体的には化学物質審査規制法や化学物質排出把握管理促進法等をより円滑に

運用するための体制整備に努めるとともに、予防的取組方法の考え方に基づき未解明の問題についても

取組を進めることが必要である。 
また、国による取組だけでなく、関係する主体による適切なリスク低減のための行動を促すため、主

体間での化学物質に関する情報提供のための制度整備や消費者との適切な情報共有のための取組等を

推進するとともに、リスクコミュニケーションの一層の推進による意識啓発と信頼関係の醸成を図るこ

とが必要である。 
国際協力・国際協調のための取組については、条約に基づく国内措置等を着実に推進するとともに、

ＩＣＣＭやＯＥＣＤ等の国際会議における議論への貢献、水俣条約の早期発効への支援及びアジア地域

での化学物質対策の推進のための協力等を通じて、積極的に推進することが重要である。 
上記を踏まえ、具体的には以下の取組を進める。 

 
＜科学的なリスク評価の推進＞ 

○ 化学物質審査規制法に基づく一般化学物質等のスクリーニング評価及び優先評価化学物質のリ

スク評価を引き続き円滑に実施するとともに、関係省の合同審議会において、進捗状況の確認及び

進行管理を適切に行う。また、化学物質審査規制法の適切な運用には、生態影響試験の円滑な実施

が必要であることから、当該試験に用いる供試生物の供給については、詳細なリスク評価等に必要

な鳥類や底生生物も含め、供給体制の一層の整備・充実を図る。 
 
○ 化学物質審査規制法については、平成 21 年の法改正時の附則で施行後５年を経過した場合の見

直しが規定されていることから、法施行の状況を踏まえつつ、関係省庁が緊密に連携し、必要に応

じて今後同法の規定について検討していく。 
平成 27 年度には、検討会を設置し、法施行の状況について予備的な点検、検討を行い、課題の

整理等を行う。 
 
○ ＱＳＡＲ、トキシコゲノミクス等の新たな評価手法の開発・活用については、海外で検討が進ん

でいるＡＯＰ15（Adverse Outcome Pathway）も含め、ＯＥＣＤにおける取組に積極的に参加し、

またその成果を活用しつつ、我が国においても、これら評価手法の開発・活用を引き続き精力的に

推進する。 
 
＜ライフサイクル全体のリスクの削減＞ 
○ 化学物質によるリスク対策を関係主体間の緊密な連携の下、有機的に連携させつつ効果的かつ包

                         
15 化学物質が生体内の分子レベルで及ぼす作用から、細胞、組織、個体等の各レベルで生じる反応に至る

までの過程を統合的に示すことで、化学物質が生物(群)に対して悪影響が生ずるまでの過程を解明しようと

するもの。 



 

76 

括的に推進する。具体的には、関係省庁・機関が連携を図りつつ、ライフサイクル全体を考慮した

リスク評価を可能とする手法を調査検討し、実用化を目指すとともに、各種モニタリング等の効率

的な利用を図る。また、化学物質の製造から廃棄に至るライフサイクル全体を通じた環境リスクを

一層低減する観点から、使用から廃棄に至る継ぎ目のない化学物質の管理を目指すと共に、化学物

質と環境に関する政策対話等の場を活用し、関係する各主体の取組との連携の更なる向上を図る。 
 
○ ＰＣＢ廃棄物については、処理期限よりも一日も早く処理を完了させるべく、引き続き都道府県

市に届出されていない機器の掘り起こしに係る取組等を推進するとともに、環境省、ＪＥＳＣＯ、

都道府県市、経済産業省、事業者団体等の関係機関の更なる連携を図る。 
 
＜未解明の問題への対応＞ 
○ 化学物質の内分泌かく乱作用については、リスク評価を推進するため、開発途中となっている試

験法についてできるだけ速やかに開発を完了させる。また、今後のリスク管理に向けた道筋をつけ

るため、リスク評価のための取組を加速化させる。 
 
○ 化学物質の複合影響については、物質の構造の類似性や、作用機序の同一性に着目しつつ、環境

行政としてどのような形で化学物質の複合影響評価を行うべきかについて、欧米の動向把握を進め

ながら検討を進める。 
 
○ ナノ材料については、ナノ材料の環境における測定手法について知見を深めるとともに、人健康

及び生態系への影響を踏まえた取扱いのあり方について引き続き検討を行う。 
 
○ 環境中の微量な化学物質による影響の評価については、未だにその具体的な発症メカニズムが明

らかでないことを踏まえ、これまでに得られた知見を整理した上で疾患概念の整理、診断法の確立

をどのように行っていくことが有効であるか、実施可能性等も踏まえながら検討する。 
 
＜安全・安心の一層の増進＞ 
○ 化学物質と環境に関する政策対話を引き続き開催し、ステークホルダー間の合意形成及び国民の

安全・安心の確保に向けた政策提言を目指し、意見交換を行う。 
 
○ すべての関係者が化学物質の有害性等に関する情報を共有し、適正に管理することは重要な課題

であり、その解決のための取組を進めていく。 
 
＜国際協力・国際協調の推進＞ 
○ 水銀に関する水俣条約への対応については、条約の規定事項が水銀及び水銀化合物の採掘から廃

棄までライフサイクル全体にわたる広範な内容であることを踏まえ、国内において包括的な水銀対

策を着実に推進する。また、我が国の優れた水銀対策技術の海外展開を図り、水俣病経験国として

世界の水銀対策の推進に貢献する。 
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